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eト
リ
久
局
、
。
ル

北
宋
徽
宗
時
代
と
首
都
開
封

lま

じ

め

に

徽
宗
の
権
威
と
察
京
の
権
力

日
時
令
論
思
想
に
よ
る
皇
帝
権
威
の
強
化

b

星
獲
に
動
揺
す
る
徽
宗

這
数
(
神
脊
一
淑
)
の
隆
盛
と
艮
山
獄
の
造
営

a

明
堂
と
延
幅
宮
の
建
設
と
察
京
政
権

b

紳
脊
汲
の
開
封
進
出
と
上
清
賓
篠
宮

c

艮
山
款
の
造
管

首
都
空
間
の
再
編
と
居
住
者

a

景
龍
門
と
束
華
門
街
(
北
へ
向
か
う
首
都
の
中
心
軸
)

b

庶
民
生
活
と
賜
第

わ

り

に

1 2 3 お
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十

第
六
十
三
巻

第
四
競

久

平
成
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設
行
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は

じ

め

中
央
集
権
的
な
圃
家
は
明
確
に
首
都
を
有
し
、
首
都
は
全
圃
の
政
治
的
中
心
で
あ
る
。
政
治
的
中
心
の
役
割
を
果
た
す
た
め
に
、
首
都
機
能

が
首
都
に
設
定
さ
れ
る
。
中
園
の
場
合
は
、
華
夷
観
に
よ
る
世
界
秩
序
が
支
配
の
前
提
と
な
る
。
そ
の
中
心
と
し
て
の
首
都
機
能
も
要
求
さ
れ

る
。
と
こ
ろ
で
、
首
都
機
能
は
一
一
つ
の
範
障
に
分
け
る
こ
と
が
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、

一
方
の
首
都
機
能
は
、
超
自
然
的
な
方
法
に
よ
っ
て
人
々
に
園
家
の
権
威
を
感
じ
さ
せ
、
支
配
を
納
得
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の

目
的
の
た
め
、
支
配
者
は
、
首
都
に
記
念
碑
的
な
建
造
物
を
建
造
し
た
り
、
宇
宙
論
を
平
面
プ
ラ
ン
に
表
現
し
て
権
威
を
象
徴
さ
せ
た
。
ま
た

(
i
)
 

支
配
を
正
首
化
す
る
園
家
的
な
宗
教
儀
式
を
暴
行
す
る
施
設
を
設
け
た
。
他
の
都
市
に
は
な
い
よ
う
な
繁
栄
を
演
出
し
て
、
外
圃
使
節
な
ど
の

訪
問
者
に
「
見
せ
び
ら
か
し
」
た
。
そ
れ
ぞ
れ
権
威
を
象
徴
的
に
表
現
す
る
の
で
、
隠
除
的
な
形
態
を
と
る
。
こ
れ
ら
の
超
自
然
的
な
、
権
威

の
た
め
の
首
都
機
能
を
、
「
聖
」
の
首
都
機
能
と
呼
ん
で
み
た
い
。

重
に
針
し
て
、
「
俗
」
の
首
都
機
能
は
、
む
き
出
し
の
権
力
で
、
人
々
に
服
従
を
強
制
す
る
機
能
で
あ
り
、
合
理
的
な
統
治
シ
ス
テ
ム
で
あ

る
。
中
央
集
権
園
家
で
は
、
軍
事
力
・
行
政
能
力
・
警
察
力
な
ど
を
有
殺
な
ら
し
む
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
セ
ン
タ
ー
が
首
都
に
置
か
れ
る
。

こ
れ
ら
を
「
俗
」
の
首
都
機
能
と
呼
ん
で
み
た
い
。

陪
の
大
興
城
は
、
シ
ン
メ
ト
リ
カ
ル
な
平
面

0

フ
ラ
ン
に
よ
っ
て
、
新
た
に
建
設
さ
れ
た
首
都
で
あ
る
。
グ
リ
ッ
ド
拭
の
平
面

0

フ
ラ
ン
が
、
宇

宙
論
的
な
秩
序
を
象
徴
し
、
権
威
の
た
め
の
首
都
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
計
量
都
市
と
い
う
出
護
貼
か
ら
し
て
、
聖
の
首
都
機
能
が
優
先
さ

工
二
台
↓
↓
↓
π
μ
z
-
っ
こ
。

、
才
ナ
J
主
仁
友
官
ナ
/
ペ
ナ
J

そ
れ
に
封
し
て
、
開
封
は
、
唐
代
、
官
一
武
軍
節
度
使
の
治
所
、
す
な
わ
ち
地
方
軍
閥
の
中
心
都
市
だ
っ
た
。
五
代
に
首
都
と
な
り
、
軍
事
面

の
首
都
機
能
は
琵
達
し
た
が
、
固
丘
や
太
廟
な
ど
、
重
の
首
都
機
能
は
、
洛
陽
に
置
か
れ
績
け
た
。
後
周
の
太
租
の
晩
年
、
聖
の
首
都
機
能
も

(
2
)
 

開
封
に
移
さ
れ
、
聖
俗
の
首
都
機
能
は
開
封
に
集
中
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
数
年
後
、
世
宗
は
外
城
壁
を
建
設
す
る
。
陪
の
大
興
城
建
設
が
、

十
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居
住
者
の
便
よ
り
も
、
宇
宙
論
を
表
現
す
る
こ
と
に
熱
中
し
た
の
に
封
し
、
世
宗
は
、
居
住
者
(
禁
軍
兵
士
と
そ
の
家
族
が
優
先
さ
れ
た
)
の
空

聞
を
確
保
す
る
と
い
う
合
目
的
・
物
理
的
な
理
由
か
ら
、
建
設
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
俗
の
首
都
機
能
を
優
先
さ
せ
た
首
都
だ
っ
た
。
北

宋
は
各
地
の
地
方
藩
鎮
を
解
瞳
し
て
中
園
に
統
一
と
秩
序
を
も
た
ら
し
た
。
藩
鎮
の
傭
兵
た
ち
は
、
中
央
の
禁
軍
に
吸
牧
さ
れ
、
安
定
し
た
生

活
を
拘
束
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
開
封
の
大
運
河
に
よ
る
漕
運
能
力
や
軍
管
と
い
っ
た
俗
の
首
都
機
能
が
威
力
を
護
揮
し
た
。
開
封
の
人
口
の

(
3
)
 

過
半
は
、
こ
う
い
っ
た
軍
人
(
禁
軍
)
と
そ
の
家
族
だ
っ
た
。

王
安
石
の
改
革
で
は
、
在
京
禁
軍
は
、
組
宗
の
負
の
遺
産
と
し
て
削
減
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
軍
替
の
多
く
は
麿
嘘
と
化
し
て
し
ま
う
。
こ

(
4
)
 

こ
が
、
開
封
史
に
お
け
る
重
大
な
轄
機
で
あ
る
。
従
来
の
首
都
機
能
が
縮
小
し
た
た
め
、
空
き
地
が
出
現
し
、
再
開
護
が
始
ま
る
。
そ
の
中
か

(
5
)
 

ら
、
『
清
明
上
河
園
」
や
『
東
京
夢
華
録
」
の
舞
蓋
と
な
っ
た
徽
宗
時
代
の
開
封
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
如
上
の
観
貼
か
ら
、
す
な
わ
ち
政
治
の
観
酷
か
ら
徽
宗
時
代
の
首
都
開
封
を
考
察
す
る
試
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
簡
単
に
本
稿
の

構
成
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
護
者
は
回
り
道
す
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
最
初
に
、
徽
宗
時
代
の
政
治
の
特
徴
を
宰
相
察

京
を
中
心
に
考
察
す
る
。
さ
ら
に
こ
の
政
治
の
特
徴
が
首
都
機
能
と
ど
の
よ
う
に
閥
わ
る
の
か
分
析
す
る
。
結
論
を
先
取
り
す
る
よ
う
だ
が
、

徽
宗
時
代
の
政
治
方
針
は
、
「
首
都
改
造
」
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
壁
化
を
開
封
に
も
た
ら
す
。
最
後
の
一
節
で
は
、
「
首
都
改
造
」
で

出
現
し
た
新
し
い
中
心
軸
ゃ
、
市
民
生
活
へ
の
影
響
な
ど
を
紹
介
す
る
。
(
本
稿
で
は
頻
出
す
る
楊
仲
良
撰
『
資
治
通
鑑
長
編
紀
事
本
末
」
を
『
紀
事

本
末
』
と
略
稀
す
る
o
)

徽
宗
の
権
威
と
察
京
の
権
力

徽
宗
、
超
韻
は
、
一
刺
宗
の
一

一
番
目
の
子
供
で
あ
る
。
元
豊
五
年
(
一

O
八
二
)
、
陳
氏
を
母
と
し
て
誕
生
し
、
長
じ
て
端
王
に
封
ぜ
ら
れ
た
。

元
符
三
年
(
一

一
月
、
折
口
宗
が
在
位
一
五
年
、
齢
二
五
に
し
て
急
死
し
た
際
、
嗣
ぐ
べ
き
子
は
い
な
か
っ
た
。
欽
聖
憲
粛
皇
太
后
向

一0
0
)
、

617 

氏
(
神
宗
の
皇
后
)
が
、
宰
相
た
ち
に
崩
御
を
告
げ
、
後
嗣
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
首
相
の
章
惇
は
、
「
瞳
律
」
に
従
っ
て
、
同
母

十

「

3 
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弟
の
筒
王
を
立
て
る
こ
と
を
進
言
し
た
。
そ
れ
に
封
し
、
皇
太
后
は
、
「
紳
宗
の
諸
子
は
、
申
王
が
年
長
で
あ
る
が
、
眼
疾
が
あ
る
。
次
に
年

長
の
端
王
を
立
て
る
べ
き
で
あ
る
」
と
の
べ
る
。
皇
太
后
と
章
惇
は
、
自
説
を
相
互
に
言
い
合
っ
て
譲
ら
な
い
。
章
惇
は
、
「
端
王
は
た
だ
の

(
6
)
 

遁
印
刷
宋
息
子
で
す
。
」
と
批
判
し
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
割
っ
て
入
っ
た
の
が
、
知
植
密
院
曾
布
で
あ
る
。
曾
布
は
、
章
惇
の
意
見
は

個
人
的
な
意
見
で
、
臣
下
を
代
表
し
た
も
の
で
は
な
い
と
し
、
皇
太
后
を
支
持
す
る
。

つ
づ
い
て
次
相
た
ち
も
、
皇
太
后
へ
の
支
持
を
そ
れ
ぞ

れ
表
明
し
、
大
勢
は
決
し
た
。
皇
太
后
は
、
「
端
王
は
、
一
帽
書
と
仁
孝
が
あ
り
、
諸
王
と
同
列
で
は
な
い
」
と
言
う
紳
宗
の
謹
言
を
紹
介
し
、

(
7
)
 

章
惇
も
沈
歎
す
る
。
か
く
し
て
徽
宗
は
即
位
し
た
。
そ
の
後
、
向
太
后
の
垂
簾
悪
政
の
も
と
、
韓
忠
彦
と
曾
布
が
左
右
僕
射
と
な
り
、
新
奮
法

雨
グ
ル
ー
プ
の
和
合
が
園
ら
れ
、
翌
年
一
月
、
建
中
靖
国
と
改
元
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
月
、
太
后
が
急
死
し
て
し
ま
う
。
徽
宗
は
親
政
を

開
始
し
、
父
兄
の
遺
志
を
縫
い
で
新
法
政
策
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。
翌
崇
寧
元
年
(
一

一
O
二
)
五
月
、
韓
忠
彦
は
罷
克
さ
れ
、
司
馬
光
や

文
彦
博
の
官
職
が
追
奪
さ
れ
る
。
元
一
柿
皇
后
は
再
び
皇
后
の
地
位
を
奪
わ
れ
、
稽
華
宮
に
居
住
さ
せ
ら
れ
た
。
七
月
に
は
、
曾
布
に
代
わ
っ
て

察
京
が
宰
相
に
就
任
し
、
王
安
石
時
代
の
候
例
司
に
な
ら
っ
て
、
議
議
司
が
新
設
さ
れ
、
方
田
法
な
ど
新
法
が
次
々
と
復
活
し
て
い
っ
た
。
察

(
8
)
 

京
は
、
一
紳
宗
時
代
を
経
験
し
た
新
法
振
の
ベ
テ
ラ
ン
官
僚
(
「
元
豊
の
侍
従
」
)
と
し
て
、
宰
相
に
登
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
察
京
は
、
徽
宗
時
代
を
通
じ
て
一
貫
し
て
政
権
を
捨
骨
回
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
あ
わ
せ
て
四
度
、
政
権
を
捨
吉
し
、
四
度
、

政
権
の
座
か
ら
追
わ
れ
て
い
る
。

1 

第
一
次
首
固

一
O
六
)
二
月
(
四
年
竿
)
↓
一
年
間
下
野

崇
寧
元
年
(
一

一
O
二
)
七
月
↓
崇
寧
五
年
(
一

2 

第
二
次
官
圃

一
O
七
)

大
観
元
年
(
一

一
月
↓
大
観
三
年
(
一

一
O
九
)
六
月
合
一
年
中
十
)
↓
四
年
間
下
野

3 

第
三
次
官
固

政
和
二
年
(

一一一
O
)
六
月
(
八
年
間
)

三
一
)
五
月
↓
宣
和
二
年
(

4 

第
四
次
首
園

一
一
一
五
)
四
月
(
五
ヶ
月
)

宣
和
六
年
(

一
一
一
月
↓
宣
和
七
年
(
一

四

最
後
の
第
四
次
官
園
の
際
は
、
老
齢
で
身
瞳
的
に
衰
え
て
い
て
、
『
銭
園
山
叢
談
」

で
知
ら
れ
る
末
子
察
僚
が
公
然
と
政
務
を
代
行
し
て
い

た
と
い
う
。
本
稿
で
は
、
第
三
次
首
固
ま
で
の
期
聞
を
考
察
の
針
象
と
す
る
。
こ
と
に
本
節
で
は
、
崇
寧
・
大
観
年
聞
の
察
京
政
権
と
皇
帝
の

十

「

4 

「



L 」

去
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁

-
J跡
部
国
中
日
宍
)
日
・

3

E
待

ー「

権
威
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
特
色
を
提
示
す
る
。

a 

時
令
論
思
想
に
よ
る
皇
帝
権
威
の
強
化

第
一
次
首
圃
期
に
お
け
る
察
京
政
権
の
政
拍
手
法
の
一
つ
は
、
「
紹
述
」
の
主
張
で
あ
る
。
紳
宗
時
代
の
新
法
政
治
を
受
け
耀
ぐ
と
い
う
立

場
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
一
刑
宗
皇
帝
時
代
に
計
量
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
賓
行
さ
れ
た
政
策
が
多
い
。

一
種
の
枇
舎
一
拍
一
祉
政
策
が
さ
か
ん
に
制
度
化
さ
れ
て
い
る
。
崇
寧
元
年
(
一
一

O
二
)
に
は
、
安
済
坊
と
居
養
院

た
と
え
ば
、
こ
の
時
期
、

が
、
開
封
府
を
は
じ
め
と
し
て
各
州
際
に
置
か
れ
た
。
前
者
は
、
貧
し
い
病
人
の
治
療
に
あ
た
る
施
設
で
、
後
者
は
、
寡
婦
や
孤
児
を
牧
容
す

る
施
設
で
あ
る
。
ま
た
、
崇
寧
二
年
に
は
、
神
宗
時
代
に
一
カ
所
置
か
れ
て
い
た
恵
民
局
と
い
う
薬
局
が
城
内
に
増
置
さ
れ
五
カ
所
と
な
り

(
日
)

(
後
に
和
剤
二
局
を
増
や
す
)
、
民
衆
に
安
債
で
薬
が
販
宣
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
翌
年
、
身
よ
り
の
な
い
死
者
の
埋
葬
施
設
で
あ
る
漏
淳
園
が
設

置
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
一
粧
台
政
策
は
、
漏
津
園
を
は
じ
め
と
し
て
、
一
岬
宗
が
一
旦
賓
施
し
た
、
あ
る
い
は
計
量
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
制
度
で

(

日

)

む

だ

づ

か

い

わ

ず

b

あ
る
。
『
宋
史
」
一
七
八
、
食
貨
志
、
振
岨
に
は
、
「
際
費
妻
り
無
く
、
卒
紋
を
克
れ
ず
。
貧
者
は
楽
し
む
も
、
し
か
れ
ど
も
富
者
は
擾
う
o
」

と
評
さ
れ
て
い
る
。

紹
連
主
義
と
と
も
に
、
皇
帝
権
威
を
高
め
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
の
が
、
儒
教
の
経
典
に
記
さ
れ
て
い
る
古
代
の
曜
・
山
楽
で
あ
っ
た
。

一
O
四
)
、
遁
士
貌
漢
律
に
よ
り
九
鼎
の
鐸
遣
が
提
案
さ
れ
、
察
京
の
容
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
九
鼎
を
作
る
時
、
古
の
法(ロ)

で
あ
る
と
し
て
、
徽
宗
の
指
の
長
さ
を
基
準
と
し
た
。
こ
の
基
準
は
、
新
た
に
改
定
さ
れ
た
巣
律
や
、
度
量
衡
の
基
準
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
。

崇
寧
三
年
(
一

九
鼎
と
は
、
元
々
再
が
九
の
州
か
ら
出
て
き
た
金
属
で
一
つ
ず
つ
作
ら
せ
た
鼎
で
、
夏
・
股
・
周
と
停
授
さ
れ
た
支
配
を
象
徴
す
る
賓
器
で
あ

の
ち
に
則
天
武
后
が
鋳
造
さ
せ
て
い
る
。
徽
宗
の
九
鼎
は
、

る
。
そ
の
後
、
印
璽
が
権
威
の
象
徴
と
な
り
、
九
鼎
に
閲
す
る
信
仰
は
薄
れ
た
が
、

(
日
)

崇
寧
四
年
八
月
完
成
し
、
九
成
宮
に
奉
安
さ
れ
た
。

619 

(
見
)

そ
の
ほ
か
に
も
、
「
国
土
」
(
古
代
の
牢
獄
)
を
築
遣
さ
せ
た
り
、
太
宰
を
三
舎
に
わ
か
ち
、
外
撃
を
周
代
に
な
ら
っ
て
、
昨
棄
と
精
し
王
安

十

「
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J 
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(
日
)

石
を
配
享
す
る
。

明
堂
の
建
造
も
こ
の
一
連
の
儒
数
的
な
曜
幾
重
覗
の
流
れ
に
位
置
附
け
ら
れ
る
。
明
堂
と
は
、
古
代
、
天
子
が
政
治
、
儀
曜
、
祭
杷
、
数
育

な
ど
園
家
的
な
行
事
を
奉
行
し
た
場
所
で
あ
る
。
夏
で
は
「
世
室
」
と
い
い
、
段
で
は
「
重
屋
」
と
い
い
、
周
で
は
「
明
堂
」
と
い
っ
た
。
明

堂
の
構
造
は
、
『
周
曜
」
や
『
瞳
記
」
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
撃
者
に
よ
っ
て
解
稗
が
分
か
れ
る
部
分
が
あ
っ
た
が
、
周
の
政
治
を
理
想
と
す

(
日
)

る
儒
教
道
徳
を
象
徴
す
る
巨
大
建
造
物
で
あ
る
。
周
を
建
国
し
た
則
天
武
后
は
、
九
鼎
を
、
一
神
都
洛
陽
に
新
築
し
た
明
堂
に
安
置
す
る
。

一O
五
)
七
月
、
察
京
等
は
、
挑
舜
仁
が
作
成
し
た
明
堂
の
「
給
園
」
を
進
呈
す
る
。
徽
宗
は
、
「
先
帝
(
神
宗
)
、
常
に
こ
れ

(
口
)

を
矯
ら
ん
と
欲
す
」
と
謹
言
し
、
翌
八
月
建
造
が
決
定
す
る
。
し
か
し
察
京
の
失
脚
も
あ
っ
て
こ
の
と
き
は
完
成
し
な
か
っ
た
。
明
堂
が
開
封

崇
寧
四
年
(
一

宮
城
の
南
東
部
に
姿
を
現
す
の
は
、

一
O
年
後
の
第
三
次
首
圃
期
の
こ
と
で
あ
る
。

九
鼎
に
し
て
も
明
堂
に
し
て
も
、
王
葬
や
則
天
武
后
と
い
っ
た
い
わ
ば
革
命
政
権
が
、
「
正
嘗
性
」
を
主
張
す
る
た
め
に
古
典
の
世
界
か
ら

引
っ
張
り
出
し
た
「
権
威
の
象
徴
」
で
あ
る
。
察
京
は
、
こ
れ
ら
の
「
革
命
政
権
」
と
同
じ
よ
う
に
、
権
威
の
創
造
に
駆
ら
れ
て
い
た
よ
う
に

(
時
)

思
え
る
。
夏
段
周
の
惇
統
を
復
興
し
よ
う
と
し
て
、
却
っ
て
「
王
葬
己
行
之
跡
」
を
追
い
か
け
て
い
る
と
い
う
批
判
も
受
け
て
い
る
。

小
島
毅
氏
は
、
九
鼎
・
明
堂
な
ど
は
、
時
令
思
想
す
な
わ
ち
律
暦
的
世
界
観
に
基
づ
く
も
の
と
さ
れ
、
「
園
都
に
あ
る
王
宮
こ
そ
、
世
界
の

象
徴
的
な
中
心
で
あ
り
、
こ
こ
に
時
間
的
・
空
間
的
に
宇
宙
を
模
し
た
王
権
の
シ
ン
ボ
ル
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
統
治
の
正
首
性
を
主

(
円
)

張
す
る
|
|
九
鼎
と
明
堂
と
は
こ
の
同
じ
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
可
覗
的
・
具
象
的
な
象
徴
を
用
い
た
王
権
理
論
で
あ
っ
た
o
」

と
述
べ
て
い
る
。

な
ぜ
察
京
は
、
こ
の
よ
う
に
徽
宗
の
権
威
横
大
に
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
林
大
介
氏
は
、
察
京
の
政
権
は
、
御
筆
や

講
義
司
な
ど
、
皇
帝
の
権
威
に
よ
っ
て
政
権
の
維
持
・
政
治
運
航
宮
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
皇
帝
権
威
を
高
め
る
こ
と
が
非
常
に
重
要
だ
っ
た

(
初
)

と
述
べ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
私
見
を
次
に
述
べ
て
お
こ
う
。

徽
宗
が
、
自
身
の
権
威
に
疑
い
を
も
ち
、

し
た
が
っ
て
「
紹
遮
の
政
治
」
を
す
る
と
い
う
自
身
の
判
断
に
疑
問
を
持
っ
た
と
き
、
察
京
は
失

十

「
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脚
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
皇
帝
が
自
ら
の
判
断
に
疑
問
を
懐
く
き
っ
か
け
は
、

一
般
に
は
「
人
一
言
」
と
「
天
蟹
」
で
あ
る
。

上
、
嘗
っ
て
玉
藷
・
玉
后
を
出
だ
し
、
以
っ
て
輔
臣
に
示
し
て
日
く
、
朕
、
此
の
器
を
久
つ
の
み
、
就
ち
深
く
人
言
を
憧
る
、
故
に
未
だ

用
い
ざ
る
の
み
。日

く
、
事
た
だ
嘗
に
理
に
お
い
て
す
べ
し
。
多
言
は
畏
る
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
陛
下
首
に
太
平
の
奉
を
享
く
べ
し
。
匝
匝

(
況
)

た
る
玉
器
、
何
ぞ
遁
う
に
足
ら
ん
や
。

(

葱

小

)

十

日

小

、

こ
の
崇
寧
初
年
の
釘
話
で
は
、
察
京
は
、
「
理
」
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
、
「
人
言
」
は
恐
れ
る
に
足
ら
な
い
と
述
べ
、
徽
宗
を
闘
ま

し
て
い
る
。
し
か
し
、
徽
宗
は
「
人
言
」
や
「
星
愛
」
に
動
揺
し
や
す
い
。
す
ぐ
に
自
ら
の
判
断
に
自
信
が
持
で
な
く
な
る
。
こ
の
章
の
目
頭

で
紹
介
し
た
即
位
に
ま
つ
わ
る
混
乱
が
多
少
影
響
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
た
め
察
京
は
、
徽
宗
が
無
謬
の
聖
性
を
保
有
し
、
「
紹

速
の
政
治
」
を
堅
持
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
っ
た
。
機
曾
あ
る
ご
と
に
、
徽
宗
の
権
威
掻
大
を
企
圃
し
た
こ
と
に
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
が
考

え
ら
れ
る
。

b 

星
饗
に
動
揺
す
る
徽
宗

宋
代
は
儒
撃
に
新
し
い
展
開
が
お
こ
っ
た
時
代
で
あ
る
。
天
は
理
で
あ
り
、
属
政
者
は
理
を
窮
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
徳
に
よ
る
支
配
を
行

(
幻
)

う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
未
子
撃
の
天
理
論
が
確
立
し
て
い
っ
た
。
北
宋
時
代
は
過
渡
期
で
あ
り
、
天
壁
を
恐
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
新
し

い
考
え
方
の
一
方
で
、
惇
統
的
な
天
語
論
に
擦
る
立
場
も
存
在
し
た
。
王
安
石
は
、
人
言
・
天
壁
・
組
宗
は
恐
れ
る
に
足
ら
な
い
と
い
う
「
一
一
一

(
お
)

不
足
の
説
」
を
と
な
え
た
と
、
反
針
祇
か
ら
批
判
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
封
し
て
王
安
石
は
、
察
京
と
同
じ
論
理
で
、
人
言
や
天
愛
に
動
揺
し

が
ち
な
一
珊
宗
を
勘
ま
し
て
い
る
。

621 

と
こ
ろ
で
、
徽
宗
が
「
人
言
」
以
上
に
恐
れ
て
い
た
も
の
が
「
星
掛
さ
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
星
嬰
は
、
容
易
に
政
嬰
に
設
展
し
た
。

(
お
)

一
O
月
、
「
日
中
に
黒
子
あ
り
」
と
い
う
報
告
が
あ
っ
た
。
太
陽
黒
賄
が
肉
眼
で
↓
嗣
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
翌
年
正

崇
寧
四
年
(
一

一
O
五
)

十

「

7 
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(
お
)

月
に
は
、
大
菩
星
が
都
の
西
方
の
空
に
出
現
し
た
。
そ
の
尾
は
天
空
を
横
切
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
徽
宗
は
こ
の
現
象
に
封
摩
し
て
、
常
謄
を
減
ら

(

幻

)

(

お

)

し
、
直
言
を
求
め
、
大
赦
令
を
出
す
。
こ
こ
ま
で
は
停
統
的
な
針
躍
で
あ
る
。
そ
の
上
、
徽
宗
は
、
「
星
嬰
を
憧
れ
」
「
震
動
し
、
己
を
責
め
、

(
m
U
)
 

深
く
京
の
姦
を
察
し
、
こ
れ
よ
り
旬
日
の
問
、
凡
そ
京
の
話
す
所
の
も
の
は
一
切
罷
去
」
し
た
。
朝
堂
の
前
に
立
っ
て
い
た
元
茄
薫
籍
碑
は
密

か
に
破
壊
さ
れ
、
方
回
や
市
易
司
、
首
十
銭
な
ど
、
十
日
の
聞
に
次
々
に
廃
止
さ
れ
た
と
い
う
。
一
一
月
、
察
京
は
罷
克
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
察
京

(
初
)

を
批
判
し
て
い
た
趨
挺
之
が
右
僕
射
に
登
用
さ
れ
る
。

し
か
し
、
苦
星
が
去
る
と
、
徽
宗
は
や
や
気
持
ち
を
ゆ
る
め
る
。
そ
の
隙
を
つ
い
て
察
京
は
、
「
紹
述
」
主
義
を
奥
黛
を
使
っ
て
吹
き
込
み
、

(
況
)

大
観
元
年
(
二

O
七
)
一
月
、
左
僕
射
に
復
蹄
す
る
。
第
二
次
官
園
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
(
二
年
半
)
、
主
に
菩
星
が
出
現
し
た
と
き
に

白
分
の
批
判
を
し
た
官
僚
の
庭
分
や
、
い
っ
た
ん
廃
止
さ
れ
た
新
法
政
策
の
復
活
な
ど
に
迫
わ
れ
た
。

(

ロ

)

(

お

)

超
挺
之
は
三
月
失
脚
し
、
こ
の
年
の
五
月
に
死
ぬ
。
績
い
て
ラ
イ
バ
ル
と
な
っ
た
の
が
張
商
英
で
あ
る
。
こ
の
時
黙
で
生
き
残
っ
て
い
た

「
元
豊
の
侍
従
」
は
、
張
商
英
と
察
京
だ
け
だ
っ
た
。
そ
の
張
商
英
と
結
び
、
天
謹
論
の
立
場
か
ら
察
京
攻
撃
を
纏
績
し
て
い
た
の
が
、
郭
天

(
汎
)

信
と
い
う
人
物
で
あ
る
。

(
お
)

郭
天
信
は
、
開
封
の
人
で
、
「
技
」
に
よ
っ
て
太
史
局
に
職
を
得
て
い
た
。
太
史
局
は
、
元
豊
改
制
以
前
は
司
天
局
と
稀
せ
ら
れ
て
い
た
役

所
で
、
天
文
星
暦
を
司
っ
て
い
た
。
彼
の
「
技
」
と
は
、
そ
の
方
面
の
技
術
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
徽
宗
が
即
位
す
る
以
前
か
ら
、
天
信
は
、

再
三
徽
宗
に
針
し
て
そ
の
登
位
を
珠
言
し
て
い
た
。
そ
れ
が
現
賓
の
も
の
に
な
っ
た
ゆ
え
に
、
徽
宗
か
ら
異
例
の
恩
寵
を
受
け
る
。
位
階
は
定

武
軍
節
度
使
、
祐
一
紳
観
使
に
至
っ
た
。
彼
は
察
京
の
「
乱
固
」
を
見
て
、
徽
宗
か
ら
政
治
上
の
諮
問
を
受
け
る
と
き
は
常
に
天
文
現
象
を
用
い

て
批
判
し
て
い
た
。
特
に
「
日
中
に
黒
子
あ
り
」
と
し
ば
し
ば
指
摘
し
て
い
た
。
『
宋
史
』
郭
天
信
停
は
、
郭
天
信
の
天
謹
論
に
基
づ
く
弾
劾

が
原
因
で
第
二
次
首
園
期
は
終
わ
り
を
告
げ
た
と
す
る
。

た
だ
し
、
『
九
朝
備
要
』
一
一
七
、
大
観
三
年
六
月
、
察
京
罷
の
項
に
よ
る
と
、
郭
天
信
の
「
日
中
有
黒
子
」
と
の
報
告
と
と
も
に
、
御
史
蓋

の
弾
劾
に
よ
っ
て
察
京
は
罷
克
さ
れ
た
と
す
る
。
『
十
朝
綱
要
』

で
は
、
郭
天
信
の
事
は
述
、
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
郭
天
信
の

十

「
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存
在
が
、
徽
宗
の
天
誼
論
へ
の
傾
斜
に
影
響
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

(
町
山
)

察
京
は
、
大
観
三
年
(
一
一

O
九
)
六
月
、
向
室
田
左
僕
射
を
罷
克
さ
れ
た
が
、
太
一
宮
使
と
し
て
開
封
に
居
住
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
、
哲
宗

(

幻

)

(

お

)

賓
録
編
纂
を
提
奉
し
た
。
し
か
し
、
大
観
四
年
五
月
丁
未
、
ふ
た
た
び
茸
星
の
出
現
が
報
告
さ
れ
る
。
例
に
よ
っ
て
、
「
避
殿
減
膳
」
が
宣
言(

鈎
)

さ
れ
、
直
言
が
求
め
ら
れ
た
。
数
日
た
っ
て
か
ら
、
察
京
は
、
太
子
少
保
致
仕
に
降
格
さ
れ
、
開
封
外
の
地
に
居
住
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
。

四
輔
の
造
告
が
停
止
さ
れ
、
翌
年
の
改
元
が
決
定
し
、
方
田
も
再
び
廃
止
さ
れ
た
。

大
観
四
年
(
一

一
O
)
六
月
乙
亥
、
察
京
が
開
封
か
ら
去
る
の
と
相
前
後
し
て
、
張
商
英
が
宰
相
と
な
っ
た
。
こ
の
日
、
曇
っ
て
茸
星
が

見
え
な
く
な
り
、
翌
日
は
雨
と
な
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
日
照
り
に
も
苦
し
ん
で
い
た
た
め
、
徽
宗
は
喜
び
、
「
商
霧
」

(
H
H
)
 

た
と
い
、
っ
。

の
二
字
を
揮
古
宮
屯
し
て
賜
つ

張
商
英
は
、
察
京
の
行
っ
た
首
十
銭
や
直
達
法
、
瞳
法
な
ど
を
元
に
戻

L
、
徽
宗
に
土
木
工
事
を
や
め
者
修
を
慎
む
こ
と
を
勘
め
る
。
そ
の

た
め
徽
宗
は
す
ぐ
に
張
商
英
の
こ
と
を
偉
る
よ
う
に
な
っ
た
。
張
商
英
は
、
御
史
蓋
か
ら
の
弾
劾
に
よ
っ
て
、
政
和
一
冗
年
(
一
二
二
、
四
月
、

(
必
)

わ
ず
か
一
年
絵
で
失
脚
し
、
知
河
南
府
に
出
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
後
、
張
商
英
が
中
書
省
の
機
密
情
報
を
悌
借
な
ど
を
通
じ
て
郭
天
信
に
漏

一
方
天
信
が
徽
宗
の
様
子
を
伺
い
、
そ
の
情
報
を
張
商
英
が
受
け
て
、
政
治
を
聾
断
し
て
い
た
と
い
う
告
護
が
あ
っ
た
。
開
封
府
で
の

(

N

H

)

(

何
日
)

取
り
調
べ
が
お
こ
な
わ
れ
、
彼
ら
の
罪
が
確
定
す
る
。
張
商
英
は
安
置
衡
州
と
な
り
、
郭
天
信
は
安
置
新
州
と
な
っ
た
。

世
し
、

(
羽
)

二
一
)
二
月
、
己
に
太
子
太
師
致
仕
に
戻
さ
れ
て
い
た
察
京
は
、
こ
れ
ま
で
の
功
績
に
よ
っ
て
、
開
封
に
邸
宅
を
賜
る
。

(
訂
)

三
月
間
封
に
至
り
、
入
見
し
て
い
る
。
五
月
に
は
、
致
仕
が
落
と
さ
れ
、
第
三
次
官
園
期
と
な
る
。
こ
の
時
は
「
太
師
」
の
ま
ま
都
堂
や
中
書

(
崎
)

省
、
尚
書
省
を
ま
わ
り
、
宰
相
の
任
を
果
た
す
よ
う
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

政
和
二
年
(
一

『
宋
史
』
郭
天
信
停
に
よ
る
と
、
郭
天
信
が
車
州
安
置
と
な
る
と
、
監
組
役
と
し
て
宋
康
年
が
知
州
と
な
っ
た
。
宋
康
年
は
察
京
の
腹
心
で

あ
る
(
「
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
七
二
、
紹
興
四
年
一
月
辛
未
、
参
照
)
0

さ
ら
に
新
州
に
遷
さ
れ
る
と
、
康
年
も
麿
東
路
に
移
っ
た
。
天
信
は
至
る

623 

こ
と
敢
ヶ
月
で
浸
し
た
が
、
察
京
は
天
信
の
異
能
を
恐
れ
、
康
年
に
吏
を
汲
遣
し
て
棺
を
あ
け
て
確
認
さ
せ
た
と
い
う
。
か
れ
の
死
と
相
前
後

十
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し
て
、
察
京
の
第
三
次
首
圃
期
が
始
ま
る
。
そ
れ
は
八
年
の
長
き
に
渡
る
。
長
期
政
権
に
な
っ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
郭
天
信
の
死
を
奉
げ
る

こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
天
謹
論
を
武
器
と
し
て
針
峠
し
た
勢
力
を
克
服
し
た
察
京
は
、
大
い
に
首
都
で
土
木
工
事
を
興
す
。
ま
た
、
新
た
に

遁
教
に
よ
る
皇
帝
権
威
の
増
強
を
園
る
。

2 

這
敬
(
紳
寄
振
)
の
隆
盛
と
艮
巌
の
遣
管

『
宋
史
』
四
七
二
、
好
臣
惇
(
察
京
惇
)
に
は
、
彼
の
宰
相
時
代
に
行
わ
れ
た
土
木
事
業
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
て
便
利
で
あ
る
。

京
、
つ
ね
に
帝
に
矯
し
て
一
三
一
口
え
ら
く
は
、
今
泉
幣
、
積
む
と
こ
ろ
五
千
高
に
あ
ま
る
。
和
す
れ
ば
以
っ
て
梁
を
康
ぐ
る
に
足
り
、
富
は
以

っ
て
躍
を
備
う
る
に
足
る
、
と
。
こ
こ
に
お
い
て
九
鼎
を
鐸
し
、
明
堂
を
建
て
、
方
淳
を
修
し
、
遁
観
を
立
て
、
大
田
成
集
を
作
り
、
定
命

賓
を
製
す
。
孟
昌
齢
を
任
じ
て
都
水
使
者
と
矯
し
、
大
伍
三
山
を
撃
ち
、
天
成
、
聖
功
二
橋
を
創
る
。
大
い
に
工
役
を
興
す
こ
と
、
無
慮

(

川

叩

)

四
十
高
。
雨
河
の
民
、
秋
山
困
し
て
生
に
や
す
ん
ぜ
ず
。
而
し
て
京
は
偶
然
と
し
て
自
ら
以
っ
て
稜
、
契
、
周
、
召
と
な
す
な
り
。
又
た
宮

室
を
麿
げ
上
の
寵
娼
を
求
め
ん
と
欲
し
、
童
貫
ら
輩
五
人
を
召
し
、
風
す
る
に
禁
中
信
側
の
肢
を
以
っ
て
す
。
貫
ら
み
な
命
を
聴
き
、
お

の
お
の
力
の
致
す
所
を
く
ら
べ
、
争
う
に
修
麗
高
度
を
以
っ
て
し
、
相
ひ
李
白
す
。
而
し
て
延
一
帽
宮
・
景
龍
江
の
役
起
こ
り
、
浸
淫
し
て

艮
巌
に
お
よ
べ
り
。

こ
の
中
か
ら
、
開
封
で
の
大
土
木
工
事
だ
け
を
並
べ
る
と
、
明
堂
、
延
一
帽
宮
、
景
龍
江
、
艮
山
獄
と
な
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
、

み
な
第
三
次
吉
国

期
に
行
わ
れ
た
工
事
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
工
事
を
め
ぐ
る
徽
宗
と
察
京
の
権
威
と
権
力
の
閥
係
に
つ
い
て
本
節
で
は
考
察
す
る
。

a 

明
堂
と
延
一
帽
宮
の
建
設
と
察
京
政
権

首
都
空
間
の
饗
容
と
い
う
観
酷
か
ら
注
目
さ
れ
る
の
が
、
政
和
三
年
三
一
二
二
)
の
春
に
工
事
が
開
始
さ
れ
、
政
和
四
年
八
月
に
完
成
し

(

別

)

(

日

)

た
延
一
帽
宮
で
あ
る
。
延
一
帽
宮
は
、
元
々
宮
城
の
内
部
に
あ
っ
た
宴
合
場
の
名
で
あ
る
。
察
京
は
、
徽
宗
を
喜
ば
せ
る
た
め
に
、
宮
城
が
狭
い
こ

十

「
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と
を
輿
薫
に
吹
聴
さ
せ
、
従
来
の
宮
城
の
北
側
か
ら
内
城
壁
の
空
間
に
あ
っ
た
い
く
つ
か
の
官
聴
や
併
殺
寺
院
二
箇
所
、
軍
管
を
立
ち
退
か
せ

て
、
十
数
の
殿
閣
が
立
ち
並
ぶ
園
林
を
つ
く
り
、
延
一
帽
宮
と
稽
し
た
。
童
貫
や
楊
散
な
ど
宜
官
五
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
直
書
一
を
捨
首
し
て
音
山
匠

を
競
っ
た
た
め
延
幅
五
位
と
も
い
わ
れ
た
。
延
一
耐
宮
に
接
す
る
内
城
壁
内
側
に
は
土
が
盛
ら
れ
、
杏
が
植
え
込
ま
れ
、
「
杏
岡
」
と
呼
ば
れ
た
。

や
が
て
宮
は
内
城
壁
を
超
え
て
蹟
張
さ
れ
、
そ
の
部
分
は
「
延
一
帽
第
六
位
」
と
俗
稽
さ
れ
た
。
そ
の
中
を
貫
く
城
壕
は
、
三
丈
(
約
一

O
メ
l

(
日
)

ト
ル
)
の
深
さ
に
掘
り
下
げ
ら
れ
、
石
を
積
み
上
げ
て
護
岸
さ
れ
、
舟
艇
が
そ
こ
を
通
っ
て
も
、
景
龍
門
橋
の
上
を
通
行
し
て
い
る
人
は
分
か

ら
な
か
っ
た
と
い
う
。

こ
の
溝
渠
が
景
龍
江
で
あ
る
。
後
述
す
る
艮
巌
工
事
の
際
に
は
、
引
き
込
ま
れ
て
山
聞
を
な
が
れ
る
渓
流
と
な
り
景
観
作
り
に
一
役
買
う
。

東
は
封
丘
門
ま
で
延
伸
さ
れ
た
。
西
で
は
、
南
北
に
分
流
し
て
、
察
京
達
の
邸
宅
に
も
接
績
さ
れ
、
徽
宗
達
の
遊
興
の
た
め
の
通
遁
と
な
っ
た
。

(
一
刈
)

景
龍
江
の
北
側
に
は
、
遠
方
か
ら
集
め
ら
れ
た
珍
し
い
動
物
が
数
千
頭
詞
わ
れ
、
村
落
や
回
全
口
風
の
居
酒
屋
な
ど
が
配
さ
れ
た
。

(
日
)

つ
ミ
つ
い
て
明
堂
が
完
成
す
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
山
宗
寧
四
年
(
一

一
O
五
)
八
月
に
、
挑
舜
仁
の
明
堂
園
を
察
京
が
進
呈
し
、
建
立
の
詔

が
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
葺
星
の
出
現
に
よ
っ
て
察
京
が
失
脚
し
た
り
し
た
た
め
中
断
さ
れ
た
。
政
和
五
年
二

一
五
)
七
月
に
再
び

詔
が
護
せ
ら
れ
、
内
蔵
庫
や
左
戒
庫
な
ど
の
諸
庫
と
秘
書
省
を
宮
城
外
に
移
し
、
そ
の
地
に
建
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
察
京
は
「
明
堂

使
」
、
察
依
が
「
討
論
指
書
一
制
度
」
と
な
り
、
察
備
や
察
僚
ら
も
加
わ
っ
て
、
明
堂
の
プ
ラ
ン
が
練
ら
れ
た
。
構
造
は
夏
段
周
三
代
の
制
や
則

天
武
后
が
作
っ
た
も
の
が
参
照
さ
れ
た
。
詔
書
に
は
「
古
と
み
な
合
い
、
そ
の
制
大
い
に
備
わ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
融
書
省
は
宣
徳
門

の
束
に
移
さ
れ
の
で
、
「
古
の
東
観
に
類
す
」
と
稽
さ
れ
た
。
政
和
七
年
(
一

二
七
)
三
月
、
明
堂
は
完
成
し
、

四
月
、
徽
宗
が
親
閲
し
た
。

六
月
、
明
堂
計
書
一
に
参
書
一
し
た
察
京
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
官
を
進
め
ら
れ
た
。
同
月
、
明
堂
で
「
聴
朝
」
・
「
頒
常
」
・
「
覗
朔
」
が
行
わ
れ
る
こ
と

に
な
り
、
十
月
に
は
、
察
京
等
の
上
奏
に
よ
っ
て
、
明
堂
で
臨
朝
踊
拓
政
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
重
要
な
政
治
の
舞
蓋
が
明
堂
に
移
動
し
た
の
で

あ
る
。

625 

明
堂
の
工
事
が
再
開
さ
れ
た
政
和
五
年
(

一
五
)
八
月
の
あ
る
夜
、
大
流
星
が
都
の
空
を
横
切
っ
た
。
記
録
に
依
れ
ば
、
柳
(
海
蛇
座
)

十

「
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オ
レ
ン
ジ
色
の
火
球
だ
っ
た
。
占
者
は
、
「
天
子
宗
廟
有
喜
園
家
建

(
日
)

造
宮
室
之
象
」
と
解
稗
し
、
察
京
は
百
官
を
率
い
て
瑞
兆
と
し
て
皇
帝
に
賀
詞
を
奉
っ
て
い
る
。
遺
骨
事
業
を
積
極
的
に
推
進
し
よ
う
と
い
う

(
訂
)

察
京
の
意
園
が
こ
こ
に
は
見
受
け
ら
れ
る
。
流
星
は
様
々
な
解
穆
が
可
能
な
天
文
現
象
で
あ
る
。
察
京
は
天
文
を
重
覗
す
る
徽
宗
の
先
回
り
を

か
ら
濁
(
牡
牛
座
)
に
至
り
消
滅
し
た
、
地
面
を
照
す
ほ
ど
の
明
る
さ
の
、

し
て
、
占
星
者
を
動
か
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
六
)
七
月
、
「
群
臣
、
姦
を
扶
み
上
を
同
す
る
を
戒
む
。
豊
亨
珠
大
の
極
盛
の
時
に
首
た
り
、
五
季
開
胴
長
乱
裁
損
の
計
を

(
日
川
)

話
す
な
か
れ
。
」
と
い
う
詔
が
出
さ
れ
、
朝
堂
に
梼
を
掲
げ
る
と
同
時
に
、
石
に
刻
み
向
書
省
に
置
か
れ
た
。
今
は
豊
亨
珠
大
の
時
代
で
あ
る

翌
政
和
六
年
(

か
ら
、
五
代
の
乱
世
の
時
の
よ
う
に
節
約
・
倹
約
を
説
い
て
、
皇
帝
を
誤
ら
せ
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
。

と

会

た

の

し

み

「
幽
)
旦
亨
殻
大
」
は
、
易
の
卦
を
組
み
合
わ
せ
た
言
葉
で
あ
る
。
「
豊
は
亨
り
、
珠
は
大
な
り
」
と
で
も
訓
ず
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

経
済
が
繁
楽
し
、
百
姓
が
楽
し
み
を
極
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
察
京
は
宮
代
を
「
豊
亨
諜
大
」
の
時
代
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。

『
九
朝
備
要
」
二
六
、
崇
寧
元
年
七
月
の
「
以
察
京
矯
右
僕
射
」
の
項
に
は
、
「
時
に
四
方
承
平
、
格
庚
盈
溢
す
。
(
察
)
京
、
侶
え
て
幽
一
旦
亨
諜

た
く
わ

大
の
読
を
篇
し
、
官
爵
財
物
を
覗
る
こ
と
糞
土
の
如
し
。
累
朝
の
儲
う
る
所
、
大
抵
掃
地
す
o
」
と
あ
る
。

こ
の
時
代
認
識
は
、
徽
宗
の
権
威
を
高
め
る
た
め
に
吹
聴
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
好
景
気
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
も
な
く
は
な

(
日
)

い
。
と
に
か
く
も
、
京
師
で
土
木
事
業
を
興
し
、
繁
栄
の
時
代
を
徽
宗
に
見
せ
る
の
が
、
察
京
の
政
権
維
持
の
た
め
の
戦
略
で
あ
っ
た
。

天
語
論
を
武
器
と
す
る
察
京
の
針
立
勢
力
が
退
場
し
、
察
京
は
逆
に
天
文
現
象
に
よ
る
「
天
」
の
同
意
を
演
出
し
た
。
詔
救
に
記
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
「
豊
亨
珠
大
の
誼
」
は
、
圃
家
の
論
理
と
な
っ
た
。
恐
意
的
な
御
筆
手
詔
で
は
な
く
、
詔
救
で
あ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
正
式
な
政
策
決
定
過
程
を
経
て
公
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

加
え
て
、
政
和
年
聞
に
は
、
撒
宗
は
新
し
い
道
教
の
一
致
説
に
よ
っ
て
天
誼
論
を
超
越
す
る
。
こ
の
饗
化
に
も
察
京
一
族
が
関
係
し
て
い
る

ょ
う
だ
。
次
項
は
そ
の
問
題
を
考
察
す
る
。

十
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紳
脊
汲
の
開
封
進
出
と
上
清
賓
銭
宮

察
京
復
権
の
前
年
(
政
和
元
年
)
、
徽
宗
は
一

0
0
日
間
も
の
問
、
病
床
に
あ
っ
た
が
、
七
月
に
「
康
復
」
し
た
(
『
十
朝
綱
要
』

一七
)
o

病
賦

が
快
方
に
向
か
っ
た
あ
る
日
、

か
れ
は
奇
妙
な
夢
を
見
る
。
察
僚
の

『
史
補
』
(
『
紀
事
本
末
』

一
一
一
七
、
道
率
、
大
観
二
年
五
月
辛
亥
の
注
)
に
よ

ヲ
h
M
〉」、

政
和
始
め
、
上
疾
あ
る
こ
と
百
日
を
除
え
、
相
や
康
復
す
。

一
夕
夢
に
人
の
上
方
に
召
す
あ
り
。
そ
の
夢
中
に
お
も
え
ら
く
、
昔
藩
邸
に

在
る
時
の
ご
と
く
、
哲
廟
の
宣
召
に
赴
く
が
ご
と
し
。
至
る
に
及
び
、
乃
ち
一
宮
観
た
る
の
み
。
即
ち
道
士
二
人
あ
り
て
償
相
矯
る
。
遂

に
一
壇
上
に
至
る
。
上
に
議
し
て
日
く
、
「
汝
、
宿
命
を
以
っ
て
、
首
に
我
が
教
を
興
す
べ
し
」
と
。
上
再
拝
し
受
命
し
て
退
く
。
二
債

相
は
、
復
た
上
を
導
き
て
去
る
。
語
め
る
に
及
び
記
を
作
る
こ
と
良
に
悉
く
せ
り
。
嘗
て
遣
使
し
魯
公
(
察
京
)
に
示
す
。
魯
公
時
に
な

お
責
せ
ら
れ
杭
に
居
す
。
始
め
て
大
い
に
宮
観
を
修
す
。

と
あ
る
。
こ
の
史
料
の
内
容
は
、
徽
宗
が
這
数
へ
の
傾
倒
を
深
め
、
そ
の
思
い
を
夢
物
語
り
に
托
し
て
杭
州
に
い
た
察
京
に
暗
示
し
協
力
を
求

め
た
と
解
穫
で
き
よ
う
。
察
京
は
、
遁
観
建
設
な
ど
遁
数
振
興
政
策
を
賓
行
す
る
能
力
を
期
待
さ
れ
て
復
権
し
た
と
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。

察
京
が
政
権
に
返
り
咲
い
た
後
、
徽
宗
の
権
威
を
象
徴
す
る
よ
う
な
超
常
現
象
が
察
京
父
子
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
る
。
政
和
三
年
(
一
一

一
一
一
)
一
一
月
に
は
、
察
依
が
、
郊
杷
に
際
し
て
天
神
と
地
祇
が
現
れ
た
と
い
う
上
奏
を
行
っ
た
。
察
京
は
こ
の
事
件
を
史
舘
に
付
す
よ
う
に
上

(
制
)

奏
し
、
徽
宗
は
御
筆
に
よ
っ
て
裁
可
す
る
。
『
宋
史
』
一
二
、
徽
宗
本
紀
、
政
和
三
年
一
一
月
乙
酉
の
候
に
は
、
「
天
神
降
る
を
以
て
、
詔
し
て

(
臼
)

「
天
異
降
臨
示
現
記
』
を
作
る
o
」
と
あ
る
。
こ
の
時
期
か
ら
遁
殺
は
、
園
教
的
な
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
政
和
三
年

在
位
を
告
し
、

、、ー/

一
一
一
月
、
詔
救
に
よ
っ
て
、
遁
教
の
仙
経
を
天
下
に
求
め
て
い
る
。
政
和
四
年
正
月
に
は
、

二
六
等
の
遁
階
が
置
か
れ
、

627 

に
は
、
諸
路
か
ら
、
逼
士
一

O
人
ず
つ
を
上
京
さ
せ
、
左
右
街
道
録
院
に
登
録
し
、
遁
士
と
し
て
の
講
習
を
行
い
、
習
熟
し
た
後
、
地
方
に
蹄

(
位
)

す
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

十
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(
m
m
)
 

ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
に
、
徽
宗
自
身
が
遁
敬
神
で
あ
る
、
と
説
く
林
霊
素
と
い
う
遁
士
が
現
れ
る
。
政
和
五
年
(
一
一
五
)
、
林
霊
素
は
徽

(

創

)

(

白

山

)

宗
に
初
め
て
謁
見
し
て
い
る
よ
う
だ
。
林
霊
素
が
徽
宗
に
舎
、
つ
過
程
で
察
京
と
の
面
舎
を
経
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
も
あ
る
。
特
に
『
仰
租

統
記
』
四
六
、
政
和
七
年
の
僚
に
は
、
「
太
師
察
京
に
謁
す
。
以
て
異
人
と
篇
し
、
上
に
引
見
す
o
」
と
あ
り
、
察
京
が
林
量
素
の
異
能
を
評
慣

し
徽
宗
に
引
き
合
わ
せ
た
と
い
う
。
察
京
は
自
ら
の
権
力
を
維
持
す
る
た
め
に
都
合
の
よ
い
説
、
す
な
わ
ち
徽
宗
の
擢
威
を
高
め
る
よ
う
な
数

説
を
述
べ
た
の
で
利
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
阿
部
肇
一
氏
は
、

(
侃
)

る。

二
人
の
閲
係
に
つ
い
て
「
察
京
と
道
士
と
の
最
大
の
結
び
つ
き
」
と
評
し
て
い

林
霊
素
の
主
張
は
、
察
僚
に
よ
る
と
、

(
林
霊
素
)
始
め
に
日
く
、
一
紳
宥
玉
清
王
、
上
帝
の
長
子
。
南
方
を
主
り
、
長
生
大
帝
君
と
競
す
。
既
に
世
に
下
降
す
。
乃
ち
そ
の
弟
の

東
方
を
主
る
青
華
帝
君
を
以
て
、
一
刑
替
の
治
を
領
せ
し
む
。
天
に
九
宥
有
り
。
而
し
て
一
榊
替
最
高
た
り
。
そ
の
治
を
府
と
い
う
。
故
に
青

華
帝
君
、
ま
た
判
府
天
箪
と
日
う
。
而
し
て
霊
素
乃
ち
そ
の
府
仙
卿
た
り
。
祐
慧
と
目
、
っ
。
ま
た
下
降
し
て
帝
君
の
治
を
佐
く
。
ま
た
一

時
の
大
臣
要
人
を
目
し
て
、
品
目
な
仙
府
の
卿
吏
と
す
。
魯
公
を
左
元
仙
伯
と
日
う
が
若
し
。
鄭
居
中
、
劉
正
夫
等
、
若
し
く
は
童
貫
ら
諸

巨
闇
、
率
ね
名
位
有
り
。
王
輔
時
に
内
相
と
矯
る
。
乃
ち
丈
華
吏
と
目
、
っ
。
盛
章
王
革
、
時
に
迭
い
に
天
府
と
矯
る
、
乃
ち
仙
獄
吏
と
日

ぅ
。
伯
氏
(
察
依
)
は
時
に
進
奉
を
主
る
。
乃
ち
園
苑
賓
華
吏
と
日
う
。
ま
た
上
の
寵
妃
劉
氏
を
九
華
玉
員
安
妃
と
日
う
な
り
。
天
子
心

に
濁
り
そ
の
事
を
喜
ぶ
。
乃
ち
通
異
先
生
と
賜
競
す
。
初
め
劉
・
虞
・
二
王
先
生
、
皆
な
上
の
躍
す
る
所
と
矯
る
。
然
る
に
一
珊
怪
の
事
有

る
も
、
多
く
方
士
白
り
出
づ
る
な
り
。
霊
素
至
る
に
及
、
び
、
乃
ち
そ
の
事
を
以
て
、
こ
れ
を
上
に
闘
し
て
日
く
、
己
は
た
だ
こ
れ
を
佐
く

つ
ね
に
自
ら
、
小
吏
治
を
佐
く
、
と
競
す
。
故
に
上
下
そ
の
非
を
攻
む
る
者
有
る
な
し
。
然
れ
ど
も
霊
素
(
署
員
は
術
無
く
、

(
訂
)

た
だ
敢
て
大
言
す
る
の
み
。

る
の
み
、
と
。

と
あ
り
、
林
霊
素
の
説
く
と
こ
ろ
で
は
、
徽
宗
は
、
上
帝
の
長
子
で
、
長
生
大
帝
で
あ
り
、
察
京
は
左
元
仙
伯
で
、
王
櫛
は
文
華
吏
、
察
依
は

園
苑
賓
華
吏
、
鄭
居
中
、
童
貫
な
ど
も
み
な
天
の
官
吏
だ
っ
た
と
い
う
。
天
の
神
脊
世
界
の
宮
廷
が
そ
の
ま
ま
徽
宗
H

察
京
政
権
に
天
下
っ
て
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い
る
と
い
う
説
で
あ
る
。
そ
れ
に
釘
し
て
、
察
僚
は
疑
問
に
思
っ
た
ら
し
い
が
、
徽
宗
は
、
「
心
よ
り
濁
り
其
事
を
喜
」
ん
だ
と
い
う
。
林
霊

素
が
重
ん
じ
ら
れ
た
理
由
と
し
て
察
憶
が
上
げ
て
い
る
こ
と
は
、
一
脚
脊
振
の
特
色
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
徽
宗
が
崇
拝

し
た
道
士
た
ち
は
、
神
怪
の
事
を
遁
士
の
超
能
力
と
し
て
説
明
し
た
が
、
霊
素
は
徽
宗
自
身
の
宗
教
的
能
力
を
説
き
、
遁
士
で
あ
る
自
分
は
補

佐
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
た
、
と
い
う
。

(
侃
)

林
霊
素
は
、
皇
城
の
東
側
に
上
清
賓
銭
宮
を
建
て
て
も
ら
い
(
政
和
六
年
二
月
完
成
)
、
そ
こ
を
本
擦
と
し
宗
教
活
動
を
お
こ
な
っ
て
ゆ
く
。

上
清
賓
銭
宮
は
、
延
一
拍
宮
の
束
門
(
長
陣
門
)
に
、
正
釘
す
る
位
置
に
あ
る
。
こ
の
遁
観
に
延
幅
宮
か
ら
移
動
す
る
矯
に
景
龍
門
(
奮
酸
棄
門
、(ω) 

内
城
の
北
壁
の
門
)
を
通
過
す
る
複
道
が
設
け
ら
れ
た
。
徽
宗
は
こ
こ
を
通
っ
て
、
林
霊
素
の
主
催
す
る
遁
教
の
祭
曜
に
し
ば
し
ば
出
席
し
た
。

(
刊
)

官
僚
や
多
く
の
民
衆
も
御
利
益
を
得
ょ
う
と
押
し
寄
せ
た
。
「
宮
前
」
に
は
庶
民
に
薬
を
施
す
施
設
も
作
ら
れ
て
い
た
。
『
宋
史
」
四
六
二
、
林

霊
素
停
に
よ
る
と
、

吏
民
を
し
て
宮
に
詣
で
て
紳
脊
秘
録
を
受
け
し
む
。
朝
士
の
進
を
よ
ろ
こ
ぶ
者
、
亦
た
廃
然
と
し
て
こ
れ
に
趨
く
。
大
粛
を
設
け
る
ご
と

に
、
親
く
縄
銭
数
高
を
費
や
す
。
こ
れ
を
千
道
舎
と
謂
う
。
帝
は
幅
を
そ
の
側
に
設
く
。
而
し
て
霊
素
は
正
坐
に
升
高
し
、
問
う
も
の
皆

な
再
拝
し
て
以
っ
て
請
す
。

と
あ
る
。

一
七
)
を
出
し
て
、
神
寄
説
に
封
す
る
確
信
を
述
べ
て
い
る
。

股
、
澄
神
し
歎
朝
す
る
ご
と
に
、
上
帝
親
ら
定
命
を
受
け
、
批
俗
を
訂
正
せ
し
む
。
股
は
乃
ち
美
天
上
帝
の
一
克
子
、
太
替
帝
君
矯
り
。
中

み

華
、
金
秋
の
殺
の
盛
行
を
被
り
、
焚
指
・
煉
腎
・
拾
身
し
て
、
以
て
正
貴
を
求
む
る
を
賭
ゆ
。
股
甚
だ
こ
れ
を
欄
み
、
遂
に
上
帝
に
哀
懇

徽
宗
は
、
御
筆
(
政
和
七
年

し
て
、
人
主
と
矯
り
、
天
下
を
し
て
正
遁
に
蹄
せ
し
め
ん
こ
と
を
願
う
。
帝
、
請
う
所
を
ゆ
る
し
、
弟
青
華
帝
君
を
し
て
、
肢
の
太
替
の

629 

府
に
擢
た
ら
し
む
。
股
夙
夜
驚
憧
し
て
、
な
お
我
が
教
の
訂
す
る
と
こ
ろ
未
だ
周
か
ら
ざ
る
を
慮
る
。
卿
ら
表
章
し
て
股
を
冊
し
て
数
主

(
九
)

這
君
皇
帝
と
な
せ
。
た
だ
教
門
に
て
章
疏
す
る
に
用
う
べ
し
。
天
下
に
令
し
て
混
用
せ
し
む
る
べ
か
ら
ず
。
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と
あ
り
、
遁
教
の
世
界
に
お
い
て
、
徽
宗
は
教
主
遁
君
皇
帝
と
名
乗
る
こ
と
に
な
っ
た
。
遁
教
と
悌
教
が
封
抗
闘
係
で
論
じ
ら
れ
る
の
が
、
神

(

刊

ω)

脊
説
の
特
徴
で
あ
る
。
併
殺
の
隆
盛
を
押
さ
え
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
「
神
話
」
を
徽
宗
時
代
濁
特
の
御
筆
と
い
う
文
書
形
式
で
公
布
す
る
。

(ロ)

一
斉
に
、
一
紳
脊
玉
清
高
喜
一
一
吋
宮
と
改
名
さ
れ
、
長
生
大
帝
君
と
主
円
華
帝
君
の
像
が
置
か
れ
た
。
徽
{
一
不

同
年
二
月
、
全
園
各
州
の
天
寧
高
書
観
は
、

が
天
帝
の
長
子
で
あ
る
と
い
う
「
神
話
」
を
全
固
に
押
し
虞
め
、
皇
帝
権
威
を
高
め
る
こ
と
に
利
用
し
た
の
で
あ
る
。

偽
教
に
釘
し
て
の
政
策
に
つ
い
て
は
、
『
十
朝
綱
要
』

一
八
、
官
一
和
元
年
(
一

一
九
)
正
月
に
、

乙
卯
、
手
詔
、
改
天
下
館
寺
矯
観
、
改
悌
競
篇
大
畳
金
仙
、
飴
矯
仙
人
・
大
士
之
競
、
信
競
徳
士
。

己
未
、
改
女
冠
馬
女
遁
、
尼
矯
女
徳
。

庚
申
、
詔
、
禁
銅
鏡
抜
悌
像
等
、
悉
令
納
官
、
の
存
悌
像
、
添
用
冠
服
。

と
あ
り
、
橋
謂
の
愛
更
や
銅
製
の
仰
具
・
悌
像
の
浸
牧
、
そ
の
他
の
悌
像
の
冠
服
着
用
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
ま
も
な
く
林
霊
素
が

(
九
)

失
脚
し
、
そ
の
後
、
こ
の
命
令
は
一
部
撤
回
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
林
霊
素
失
脚
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
諸
史
料
で
出
入
り
が
あ
る
。
『
紀
事
本
末
』

一
一
一
七
、
方
士
で
は
、
宣
和
元
年

一
月
壬
申
に
、

温
州
に
隅
附
さ
れ
て
い
る
。
「
十
朝
綱
要
」
で
は
、
官
一
和
二
年
八
月
発
未
の
僚
で
あ
る
。
「
宋
史
」
林
霊
素
停
で
は
、
増
長
し
た
林
霊
素
が
、
道
で

皇
太
子
に
出
合
っ
て
も
、
遁
を
譲
ら
な
い
な
ど
、
倣
慢
な
行
動
が
日
に
絵
っ
た
た
め
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
針
し
て
、
『
賓
退
録
』

ヲ|
用

さ
れ
て
い
る
取
延
稽
「
林
霊
素
停
」
で
は
、
皇
太
子
と
の
封
立
の
他
に
、
察
京
が
雨
乞
い
に
失
敗
し
た
林
霊
素
の
無
能
ぶ
り
を
批
判
す
る
上
奏

を
し
た
こ
と
や
、
衆
吾
小
の
同
郷
人
に
よ
り
、
遁
教
を
誹
る
詩
が
開
封
で
出
回
っ
た
り
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
宣
和
元
年
、
開
封
に
洪
水

が
押
し
寄
せ
た
た
め
、
林
霊
素
に
新
ら
せ
た
が
、
水
が
退
か
な
か
っ
た
。
御
史
壷
が
、
林
霊
素
が
み
だ
り
に
遷
都
を
議
し
た
こ
と
、
聖
轄
を
惑

わ
し
た
こ
と
、
悌
数
を
改
め
た
こ
と
、
大
臣
を
誹
詩
し
た
こ
と
な
ど
を
上
言
し
た
た
め
、
林
霊
素
は
温
州
に
自
問
さ
れ
、
官
一
和
二
年
に
死
去
し
た

と
い
う
(
以
上
欧
延
稽
に
よ
る
)
。

「
悌
組
統
記
』
四
六
、
官
一
和
元
年
正
月
僚
の
「
述
」
に
は
、
「
察
京
初
め
霊
素
を
見
て
異
人
と
な
す
。
引
き
て
之
を
進
む
。
ま
さ
に
上
に
結
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知
し
て
、
以
て
そ
の
寵
を
固
め
ん
と
す
る
の
み
。
霊
素
、
君
を
得
て
、

ほ
し
い
ま
ま
に
併
を
罷
め
道
を
興
す
。
京
始
め
て
物
論
を
憧
れ
、
す
み

や
か
に
そ
の
妄
を
一
言
う
も
及
ば
ず
o
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
察
京
は
初
め
は
林
霊
素
を
利
用
し
て
、
権
力
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
が
、

林
霊
素
が
徽
宗
の
尊
山
戸
市
を
一
身
に
受
け
廃
仰
を
強
行
し
た
た
め
、
「
物
論
」
(
世
論
)
を
恐
れ
、
批
判
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
初
め
は
良

好
だ
っ
た
察
京
と
林
霊
素
と
の
閥
係
が
、
後
に
悪
化
し
た
こ
と
は
事
貰
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
他
に
次
の
よ
う
な
こ
と

も
指
摘
で
き
る
。

察
京
の
息
子
た
ち
の
中
で
、
長
子
察
依
は
一
柳
替
抵
の
支
持
者
で
あ
り
推
進
抵
で
あ
る
。
そ
れ
に
封
し
末
子
の
察
僚
は
前
掲
し
た

『
史
補
』
の

傍
線
部
に
お
い
て
、
林
霊
素
の
無
能
ぶ
り
を
指
摘
し
て
い
る
。
彼
の
『
訴
紳
文
』
に
よ
る
と
、
事
一
族
は
み
な
林
霊
素
の
説
を
信
じ
、
「
紳
宥

耐
銭
」
を
、
つ
け
た
が
、
察
僚
だ
け
は
、
受
け
な
か
っ
た
た
め
、
徽
宗
の
怒
り
を
買
い
、
結
局
、
柳
を
は
め
ら
れ
安
州
に
編
管
さ
れ
、
察
京
が
懇

(
月
)

願
し
た
た
め
、
死
を
克
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
南
宋
ま
で
生
き
延
び
た
察
俸
の
丈
章
な
の
で
、
額
面
通
り
受
け
取
る
こ
と
は
や
や
嬉
賭
さ
れ

(
河
)

る
が
、
官
一
和
元
年
七
月
丙
辰
の
御
筆
に
は
、

察
係
、
さ
き
に
、
狂
率
に
よ
り
て
、
麿
瓢
せ
ら
る
こ
と
幾
年
な
り
。
察
京
は
元
老
に
し
て
、
動
は
王
室
に
あ
り
。
未
だ
終
棄
す
る
に
忍
び

ず
、
特
に
奮
官
に
殺
す
る
を
輿
え
る
の
外
、
(
呂
観
を
輿
え
、
便
に
ゆ
だ
ね
て
居
住
す
べ
し
。

と
あ
り
、
察
僚
が
徽
宗
の
逆
鱗
に
絹
れ
た
こ
と
は
事
賓
の
よ
う
だ
。
こ
の
時
期
か
ら
推
測
す
る
と
、
「
狂
妄
軽
率
」
の
内
容
は
一
脚
宥
祇
・
林
霊

素
に
封
す
る
反
封
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
長
子
察
依
と
封
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
察
京
は
寵
児
察
俸
の
隷
護
に
回
り
、
林
霊
素
を
批
判
し
た

可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

(
け
)

林
霊
素
が
開
封
を
去
っ
た
翌
年
の
宣
和
二
年
六
月
、
察
京
が
願
い
出
て
い
た
致
仕
が
認
め
ら
れ
て
、
第
三
次
首
固
期
は
終
了
す
る
。
こ
の
致

(
花
)

仕
の
背
景
に
は
、
前
述
の
よ
う
な
一
族
内
部
の
問
題
が
あ
っ
た
。
外
で
は
兵
権
を
掌
握
す
る
童
貫
ゃ
、
徽
宗
お
気
に
入
り
の
王
櫛
が
政
権
の
主

(

刊

は

)

導
権
を
握
り
つ
つ
あ
っ
た
。

631 

(
m
m
)
 

林
霊
素
が
失
脚
し
、
察
京
も
政
権
か
ら
去
っ
た
。
た
だ
し
、
一
脚
脊
振
が
園
家
的
宗
教
で
あ
る
こ
と
は
、
王
縮
政
権
に
お
い
て
も
饗
化
は
な
い
。

十

「

17 

「



L 」

去
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁

-
J跡
部
国
中
日
宍
)
日
・

3

E
待

ー「

632 

た

と

え

ば

、

宣

和

三

年

(

一

一

O
月
丙
辰
に
、
徽
宗
は
賓
篠
宮
神
脊
殿
に
お
出
ま
し
に
な
り
、
王
櫛
な
ど
に
元
一
六
陽
神
仙
融
銭
を

(

剖

)

(

む

)

親
授
し
て
お
り
、
そ
の
翌
月
に
は
、
「
師
事
胡
法
造
墓
拾
身
」
を
禁
じ
る
詔
救
も
出
て
い
る
。
徽
宗
の
道
教
(
紳
脊
汲
)
へ
の
姿
勢
に
嬰
化
が
あ

っ
た
形
跡
は
無
さ
そ
う
で
あ
る
(
次
項
「
艮
巌
の
造
営
」
も
参
照
)
。
首
時
、
王
丈
卿
と
い
う
遁
士
が
、
一
紳
脊
振
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
開
封
に
来
て

(
m
m
)
 

い
た
。
後
の
神
宥
汲
は
、
林
霊
素
の
悪
名
を
さ
け
て
、
王
文
卿
を
創
始
者
と
し
て
い
る
。

ー
¥}〆

C 

艮

巌

の

造

営

徽
宗
時
代
に
艮
巌
(
こ
の
名
稽
は
、
建
設
中
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
だ
が
、
本
稿
で
は
通
稽
と
し
て
初
め
か
ら
用
い
る
。
高
歳
山
、
書
山
獄
な
ど

と
も
い
っ
た
o
)

と
い
う
人
工
の
山
が
作
ら
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
造
替
の
目
的
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
百

科
事
典
な
ど
に
は
、
天
下
の
珍
獣
怪
禽
や
名
木
が
集
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
「
自
然
動
植
物
園
」
と
い
う
説
明
も
み
ら
れ
る
が
、
賓
際
は
ど
う

だ
つ
た
の
か
。
「
揮
塵
録
後
録
」
こ
に
は
、
徽
宗
が
即
位
し
た
首
初
、
道
士
劉
混
康
か
ら
、
「
京
城
の
東
北
隅
の
地
、
堪
輿
に
叶
う
。
も
し
形
勢

加
え
る
に
少
高
を
以
て
す
れ
ば
、
首
に
多
男
の
き
ざ
し
有
る
べ
し
」
と
い
わ
れ
、
そ
こ
で
「
数
仰
山
岡
阜
」
を
作
ら
せ
る
や
、
男
子
が
次
々
と
産

ま
れ
た
た
め
、
徽
宗
は
、
遁
教
を
信
じ
る
よ
う
に
な
り
、
艮
山
獄
を
造
管
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
説
話
が
載
っ
て
い
る
。
が
、
本
格
的
な
造

替
は
や
は
り
政
和
年
間
以
降
で
あ
る
。

「
宋
史
』
八
五
、
地
理
志
、
京
城
に
よ
る
と
、
「
高
歳
山
艮
山
獄
。
政
和
七
年
、
始
於
上
清
賓
銭
宮
之
東
作
高
歳
山
o
」
と
あ
り
、
上
清
賓
篠
宮

『
紀
事
本
末
』
一
一
一
八
、
高
歳
山
の
項
、
政
和
五
年
九
月
甲
辰
の
注
(
察
僚
「
宮
室
苑
固
篇
』
)
に
は
、

「
又
た
、
貫
録
宮
に
お
い
て
工
部
侍
郎
孟
撲
に
命
じ
て
土
功
を
鳩
め
し
め
、
梁
師
成
に
作
役
を
主
ら
し
む
。
」
と
あ
る
。
同
書
、
宣
和
六
年
九

の
東
に
造
ら
れ
た
と
い
う
。
し
か
し
、

月
庚
寅
の
注
(
『
楊
氏
編
年
』
)
に
は
、
「
(
賓
銭
)
宮
後
累
石
負
山
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
賓
銭
宮
の
東
方
に
隣
接
も
し
く
は
、
賓
銭
宮

(
M
M
)
 

内
に
建
設
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
艮
巌
は
、
貫
録
宮
の
一
部
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
賓
銭
宮
の
一
部
と
し
て
作
ら
れ

始
め
た
が
、
占
有
す
る
領
域
が
贋
ま
り
、
濁
立
し
た
施
設
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
艮
山
獄
の
領
域
は
、
周
国
一

O
絵
里
に
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及
ん
だ
と
い
う
(
『
宋
史
』
八
五
、
地
理
志
、
京
城
。
内
城
は
周
園
二
二
黒
で
あ
る
)

0

「
紀
事
本
末
』

一
一
一
入
、
高
歳
山
の
項
の
冒
頭
を
見
る
と
、
政
和
五
年
(
一

一
五
)
九
月
頃
、
工
事
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
、
賓
銭
宮
の
工
事
と
ほ
ぼ
同
時
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
艮
巌
の
完
成
が
公
式
に
護
表
さ
れ
た
の
は
、
宣
和
四
年
(
一
二
三
)

(

問

)

(

叩

叩

)

で
あ
る
が
、
こ
の
聞
に
、
山
に
「
神
脊
」
が
降
り
、
そ
の
時
の
詩
の
一
節
「
艮
巌
排
空
脊
」
か
ら
は
じ
め
て
艮
巌
と
命
名
さ
れ
て
い
る
。
艮
巌

(
幻
)

に
紳
が
降
臨
す
る
演
出
が
た
び
た
び
有
っ
た
こ
と
は
、
圧
藻
の
「
賀
紳
降
高
歳
山
表
」
と
い
う
丈
章
の
題
名
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
こ
の
艮
巌
も
、

(

叩

即

)

徽
宗
の
一
柳
宥
汲
這
教
信
仰
の
闘
連
施
設
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

宗
教
皐
の
成
果
を
参
照
す
る
と
、
山
は
天
上
の
神
が
降
臨
す
る
場
所
と
し
て
世
界
各
地
の
民
族
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
て
い
る
。
シ
ユ
メ

1
ル

人
の
都
市
園
家
に
見
ら
れ
る
ジ
グ
ラ
ッ
ド
ゃ
、
イ
ン
ド
の
パ
ゴ
ダ
な
ど
は
人
工
の
山
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
。
中
国
人
も
同
様
で
あ
り
、

(
叩
叩
)

郊
記
の
時
に
用
い
ら
れ
る
固
壇
は
、
一
脚
を
迎
え
る
施
設
な
の
で
あ
る
。

宣
和
四
年
(

『
記
」
(
『
揮
塵
録
後
録
』
二
引
)
が
護
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
、

二
一
二
)
に
御
製
の

:
・
高
上
の
金
闘
は
、
則
ち
玉
京
の
山
な
り
。
一
岬
宥
大
帝
も
、
亦
た
下
遊
し
慶
愛
す
。
し
か
し
て
海
上
に
蓬
莱
三
島
あ
り
。
則
ち
帝
王
の
都

す
る
所
、
仙
聖
の
宅
す
る
所
、
形
勝
に
非
さ
れ
ば
居
せ
ざ
る
な
り
。
惇
に
日
く
、
山
を
矯
る
こ
と
九
初
、
功
一
筆
を
麟
く
、
と
。
こ
れ
山

昂
る
べ
し
、
功
書
か
ざ
る
べ
き
か
。

と
あ
る
。
要
す
る
に
、
艮
巌
は
、
間
早
な
る
園
林
の
仮
山
で
は
な
く
、
天
神
が
住
ま
う
天
上
世
界
を
地
上
に
再
現
し
た
「
世
界
」
で
あ
っ
た
。
そ

れ
故
に
一
紳
宥
が
降
っ
た
こ
と
で
艮
撮
と
改
名
さ
れ
た
。
天
神
で
あ
る
徽
宗
は
こ
の
「
世
界
」
の
主
人
公
で
あ
る
。
か
れ
が
艮
巌
を
訪
れ
る
際
に

(

川

出

)

(

引

)

は
、
雲
が
起
こ
り
、
鳥
が
二
斉
に
飛
び
立
っ
て
出
迎
え
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
演
出
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
艮
嵐
は
華
北
の
人
々
に
と
っ
て
の
神
仙
世
界
で
あ
り
、
江
南
の
山
水
を
モ
デ
ル
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
以
下
に
数
例
を
あ
げ

て
お
こ
、
つ
。

633 

先
に
引
い
た
察
俸
の
「
宮
室
苑
固
篇
」
の
下
丈
に
は
、
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-
:
士
山
を
築
く
に
、
以
っ
て
鈴
杭
の
鳳
皇
山
を
象
る
。
諸
苑
に
雄
た
り
。
そ
の
最
高
の
一
峯
九
十
尺
、
山
周
十
絵
里
。
西
介
亭
よ
り
、
山
石

院
重
複
し
、
東
西
一
一
嶺
に
分
つ
。
直
に
南
山
に
行
き
て
開
門
す
。
巌
穴
に
飛
桟
あ
り
。
渓
澗
に
悉
く
備
な
一
洞
口
有
り
。
績
か
に
雨
夫
を

納
れ
る
べ
し
。
而
し
て
そ
の
中
は
数
百
人
を
容
れ
る
に
足
る
。
艦
泉
に
至
れ
ば
、
足
流
皆
な
書
夜
絶
え
ず
。
山
中
は
平
地
を
包
み
、
環
す

る
に
嘉
木
清
流
を
以
て
す
。
諸
館
舎
古
室
閣
を
列
す
る
に
、
多
く
美
材
を
以
っ
て
、
極
棟
と
属
す
。
而
し
て
五
禾
を
施
さ
ず
、
自
然
の
勝
あ

り
。
山
の
上
下
、
亭
宇
を
立
て
る
こ
と
、
数
う
る
に
勝
う
べ
か
ら
ず
。
石
の
大
な
る
者
あ
り
。
高
さ
四
十
尺
、
一
神
運
昭
功
石
と
名
づ
く
。

江
南
陳
後
主
三
品
石
、
姑
蘇
白
楽
天
手
植
槍
と
そ
の
他
の
名
石
望
木
の
若
き
も
率
ね
そ
の
中
に
入
る
。

(
位
)

と
あ
る
。
艮
山
獄
は
杭
州
の
鳳
風
山
の
形
を
借
り
て
作
ら
れ
た
と
い
う
。
景
龍
江
が
導
か
れ
渓
流
を
形
成
し
、
泉
水
が
四
時
わ
き
出
て
い
た
。
殿

(

川

町

)

閣
は
け
ば
け
ば
し
い
色
彩
を
廃
し
、
自
然
の
色
を
生
か
し
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
は
「
江
湖
に
倣
っ
た
」
も
の
だ
っ
た
と
い

、円ノ。
景
龍
江
の
「
江
」
と
は
南
方
で
河
川
を
呼
ぶ
と
き
に
使
わ
れ
る
語
で
あ
り
、
華
北
の
河
川
に
は
一
般
に
は
用
い
ら
れ
な
い
。
開
封
を
貫
流
す

る
運
河
も
す
べ
て
「
河
」
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
景
龍
江
は
殊
更
に
こ
の
よ
う
な
名
稽
が
輿
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
花
石
綱
で
、
江
南

陳
後
主
の
三
品
石
、
姑
蘇
の
白
楽
天
手
植
の
槍
な
ど
江
南
の
名
石
望
木
が
次
々
と
運
び
込
ま
れ
る
。
黄
砂
舞
う
開
封
に
江
南
の
風
景
が
現
出
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

次
に
艮
巌
の
四
至
を
問
題
と
し
た
い
。
艮
山
獄
が
延
一
帽
宮
と
上
清
賓
銭
宮
の
聞
の
東
華
門
街
以
東
に
造
替
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
賓
で
あ
る
。

上
清
貫
録
宮
の
「
後
」
す
な
わ
ち
北
に
作
ら
れ
た
こ
と
も
前
掲
史
料
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
東
華
門
街
と
平
行
し
て
通
る
街
路
が
馬
行
街
で
あ

る
。
馬
行
街
と
は
、
開
封
一
の
繁
華
街
と
し
て

『
東
京
夢
華
録
』
二
一
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
南
に
上
清
賓
銭
宮
、
西
に
宮
城
(
延
幅
宮
)
、
北
に

内
城
壁
に
固
ま
れ
て
い
る
空
間
で
、
周
園
五
キ
ロ
に
及
ぶ
艮
巌
を
容
れ
る
に
は
、
東
側
の
馬
行
街
を
つ
ぶ
し
て
、
内
城
東
壁
に
達
し
た
と
考
え

(

川

内

)

る
こ
と
も
で
き
る
。
張
勤
氏
の
論
考
は
こ
の
読
を
採
っ
て
い
る
。
張
氏
は
、
『
東
京
夢
華
録
」
に
、
艮
巌
の
こ
と
が
全
く
偶
れ
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
に
も
ふ
れ
、
「
夢
華
録
』

の
作
者
は
、
艮
巌
が
で
き
る
以
前
の
開
封
を
記
述
し
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
。

十

「

20 

「



L 」

去
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁

-
J跡
部
国
中
日
宍
)
日
・

3

E
待

ー「

し
か
し
な
が
ら
、
馬
行
街
に
つ
い
て
は
察
僚
の

(
何
)

『
銭
園
山
叢
談
』
に
も
そ
の
繁
華
が
記
さ
れ
、
艮
山
獄
造
管
に
関
わ
っ
て
慶
さ
れ
た
こ
と
は
鰯

一
引
)
で
は
、
官
一
和
元
年
頃
、
馬
行
街
で
庭
刑
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ

(問問)

て
い
る
。
決
定
的
な
の
は
、
金
代
に
開
封
を
訪
れ
た
棲
鎗
が
馬
行
街
を
通
過
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
張
氏
読
に
は
従
え
な
い
。

れ
ら
れ
て
い
な
い
。
先
に
引
い
た

「
林
霊
素
惇
」
(
『
賓
退
録
』

と
す
る
と
、
内
城
の
北
壁
を
越
え
て
展
開
し
た
と
考
え
る
し
か
な
く
な
る
。
こ
の
仮
説
を
支
持
す
る
状
況
誼
擦
は
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
延

一
帽
宮
は
す
で
に
内
城
北
壁
を
越
え
て
展
開
し
て
い
る
こ
と
。
艮
巌
は
、
内
域
外
の
景
龍
江
を
内
部
に
取
り
込
ん
で
景
観
作
り
に
利
用
し
て
い
る

こ
と
。
金
代
の
開
封
を
訪
れ
た
泊
成
大
に
よ
る
と
、
艮
山
歳
の
建
石
が
奮
封
正
門
の
外
側
の
河
中
に
放
置
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
周
賓
珠
氏
は
、

(

仰

向

)

第
一
一
の
理
白
か
ら
こ
の
説
を
採
っ
て
い
る
。

内
城
の
北
壁
は
、
延
一
拍
宮
と
艮
撮
の
遺
骨
に
よ
っ
て
、
破
壊
さ
れ
、
も
し
く
は
仮
山
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
考
古
渡
掘
に
よ
る
と
、
他
の
城

(ω) 

壁
に
比
べ
、
北
壁
は
破
壊
の
程
度
が
ひ
ど
い
と
い
う
が
、
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
金
が
城
郭
を
再
建
す
る
際
、
北
壁
は
す
で
に
破
壊
さ
れ
て
し

ま
っ
て
い
た
た
め
、

や
や
北
に
新
た
に
版
築
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
政
和
二
年
以
降
、
幽
一
旦
亨
珠
大
の
説
や
一
岬
宥
抵
遁
教
に
よ
っ
て
徽
宗
の
権
威
を
高
め
る
事
に
成
功
し
た
察
京
は
、
八
年
聞
に

渡
っ
て
宰
相
の
座
に
座
り
績
け
る
。
政
和
宣
和
年
間
、
開
封
に
は
、
利
害
汲
の
護
展
に
封
摩
し
て
、
大
規
模
な
土
木
建
築
が
矢
継
、
ぎ
早
に
行
わ

れ
て
い
っ
た
。
特
に
艮
巌
は
、
一
神
香
世
界
か
ら
一
脚
が
降
臨
す
る
場
所
と
し
て
建
設
さ
れ
、
江
南
の
風
景
が
華
北
に
再
現
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
皇

帝
の
権
威
や
聖
性
を
演
出
す
る
首
都
機
能
を
も
っ
遁
教
施
設
が
建
設
さ
れ
た
こ
と
が
、
徽
宗
時
代
の
開
封
の
大
き
な
特
徴
な
の
で
あ
る
。

3 

首
都
空
間
の
再
編
と
居
住
者

権
威
を
強
化
す
る
た
め
の
遁
教
施
設
の
造
営
は
、
新
た
な
聖
の
首
都
機
能
の
創
設
で
あ
る
。
徽
宗
朝
で
は
、
そ
れ
が
セ
ッ
ト
で
作
ら
れ
た
こ

と
に
特
徴
が
あ
る
。
建
造
物
は
相
互
に
複
逼
や
景
龍
江
に
よ
っ
て
連
絡
さ
れ
て
い
た
。
あ
た
か
も
交
響
楽
の
よ
う
に
作
用
し
た
の
で
あ
る
。
賭

635 

で
は
な
く
面
的
に
首
都
機
能
が
輿
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
開
封
の
首
都
空
間
を
再
編
成
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
が
建
設
さ
れ
た
期
間
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は
、
政
和
年
聞
か
ら
宣
和
年
聞
の
敷
年
間
だ
っ
た
。
本
節
で
は
、
こ
の
問
題
を
論
じ
る
と
同
時
に
、
急
速
に
進
む
再
編
の
な
か
の
庶
民
生
活
に

つ
い
て
も
若
干
の
考
察
を
加
え
て
み
よ
う
。

a 

景
龍
門
と
束
華
門
街
(
北
へ
向
か
う
首
都
の
中
心
軸
)

政
和
四
年
(
一

一
四
)
八
月
、
延
幅
宮
が
完
成
し
、
政
和
六
年
(

一
六
)
二
月
、
上
清
賓
銭
宮
が
落
成
す
る
。
雨
者
の
中
聞
に
位
置
し

て
い
た
の
が
、
景
龍
円
で
あ
る
。
こ
の
門
は
、
宮
城
の
東
側
の
街
路
(
束
華
門
街
)
が
、
内
城
を
貫
く
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
る
が
、
政
和
年

間
以
降
、
特
別
な
役
割
を
持
っ
た
。
ま
ず
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
延
一
拍
宮
か
ら
上
清
貫
録
宮
や
艮
山
獄
に
い
た
る
特
別
の
通
路
(
複
道
)
が
作
ら

れ
、
徽
宗
は
一
脚
脊
振
の
祭
穫
に
参
加
す
る
た
め
し
ば
し
ば
往
復
し
た
。
ま
た
、
艮
山
獄
に
御
幸
し
て
「
天
上
」
の
景
観
を
楽
し
ん
だ
。
す
な
わ
ち
、

景
龍
門
は
俗
世
界
か
ら
聖
世
界
に
至
る
架
け
橋
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
門
の
機
能
は
こ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
。

(
削
)

一
五
)
か
ら
、
白
玉
城
の
正
門
(
山
円
語
門
)
の
よ
う
に
上
元
観
燈
の
飾
り
附
け
が
施
さ
れ
た
。
し
か
も
、
正
門

景
龍
門
に
は
、
政
和
五
年
(

よ
り
も
一
ヶ
月
近
く
早
く
か
ら
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
、
冬
至
が
過
ぎ
る
と
、
景
龍
門
か
ら
東
華
門
の
聞
の
街
路
で
は
、
終
夜
に
わ
た
っ
て
夜
間

外
出
禁
止
令
が
ゆ
る
め
ら
れ
た
。
景
龍
門
下
に
は
露
牽
が
置
か
れ
、
上
清
賓
銭
宮
ま
で
伸
び
、
延
一
帽
宮
の
東
門
(
長
陣
門
)
の
外
側
に
は
、
皇

帝
が
お
出
ま
し
に
な
る
「
看
位
」
が
置
か
れ
た
。
周
固
に
は
夜
市
で
責
ら
れ
る
様
々
な
酷
心
が
所
狭
し
と
並
べ
ら
れ
、
お
召
し
に
備
え
て
い
た
。

も
ち
ろ
ん
一
般
向
け
の
露
庖
も
所
狭
し
と
出
庖
し
、
人
々
は
「
群
飲
」
し
た
。
上
元
観
燈
に
先
、
た
っ
て
の
放
夜
(
夜
間
外
出
禁
止
の
解
除
)
だ
っ

(

肌

)

(

問

)

た
の
で
、
「
先
月
員
」
あ
る
い
は
「
預
賞
」
と
よ
ば
れ
た
。
や
が
て
そ
の
範
圃
は
、
景
龍
門
の
外
側
に
延
長
さ
れ
、
奮
封
丘
門
に
ま
で
至
っ
た
の

(m) 

で
あ
る
。

「
宋
史
』

一
二
二
、
植
志
、
嘉
曜
四
、
静
観
に
は
、

(
W
M
)
 

(
政
和
)
五
年
十
一
一
月
二
十
九
日
、
詔
す
ら
く
は
、
景
龍
門
に
預
め
元
夕
の
具
を
話
せ
。
賓
に
民
風
を
観
、
時
態
を
察
し
、
太
平
を
櫛
飾

し
、
楽
園
を
増
光
せ
ん
と
欲
す
る
な
り
。
徒
に
遊
珠
を
以
て
事
と
属
す
に
非
ず
。
特
に
公
、
師
、
宰
執
以
下
に
宴
を
賜
い
、
御
製
詩
凹
韻

十
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を
太
師
察
京
に
賜
う
に
及
ぶ
。

と
あ
る
。
民
情
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
和
な
世
の
中
を
「
輔
飾
」
(
演
出
)
L、
繁
栄
す
る
固
家
を
さ
ら
に
輝
か
し
い
も
の
に
す
る

目
的
の
観
燈
行
事
で
あ
る
と
、
こ
の
詔
は
主
張
す
る
。

数
年
後
、
景
龍
門
上
の
上
元
の
宴
に
参
加
を
許
さ
れ
た
王
安
中
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

-
:
旨
あ
り
て
景
龍
楼
に
登
る
を
許
さ
る
。
穆
清
廉
外
の
閤
道
由
り
以
て
升
る
。
東
の
か
た
艮
巌
を
望
む
。
松
竹
蒼
然
た
り
。
南
の
か
た
琳

宮
を
嗣
る
。
雲
煙
絢
嫡
た
り
。
そ
の
北
は
則
ち
清
江
の
長
橋
な
り
。
あ
た
か
も
物
外
の
若
し
。
都
人
百
高
、
棲
下
に
遊
楽
し
、
歌
整
四
起

(
問
)

す
。
も
っ
と
も
以
て
太
平
豊
盛
の
象
を
見
る
に
足
る
。
群
臣
頃
嘆
す
る
こ
と
こ
れ
久
し
う
す
。

「
束
に
は
、
艮
巌
が
そ
び
え
立
ち
、
松
竹
が
欝
蒼
と
し
て
い
る
。
南
に
は
琳
宮
(
上
清
賓
篠
宮
)
が
あ
り
、
雲
が
た
な
ぴ
い
て
い
る
。
北
に

(
肌
)

は
「
清
江
長
橋
」
が
あ
る
。
ま
る
で
俗
世
間
か
ら
超
越
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
景
龍
棲
の
下
に
は
、
都
民
が
津
山
選
ん
で
い
て
、
歎
撃
が

所
々
で
上
が
っ
て
い
る
、
太
平
繁
昌
の
有
様
を
十
分
観
望
で
き
る
」
と
景
龍
門
棲
か
ら
の
風
景
を
賛
嘆
し
て
い
る
。

宮
城
の
東
側
を
通
っ
て
北
に
向
か
う
街
路
(
東
華
門
街
)
は
景
龍
門
か
ら
外
城
域
に
い
た
る
。
延
一
帽
宮
と
遁
観
・
艮
識
が
作
ら
れ
、
こ
の
街

路
が
そ
れ
に
挟
ま
れ
る
形
と
な
り
、
景
龍
門
は
、
宮
城
と
、
利
害
世
界
の
架
け
橋
と
な
る
一
方
で
、
門
の
上
下
で
は
、
上
元
観
燈
の
行
事
が
、

盛
大
に
長
期
間
に
渡
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
景
龍
門
か
ら
北
に
唯
一
み
景
龍
江
を
渡
る
と
、
徽
宗
の
皇
子
た
ち
の
豪
邸
が
建
ち

(

即

)

(

肌

)

並
び
(
政
和
年
聞
に
建
設
さ
れ
た
o
)

、
ま
た
火
災
に
よ
っ
て
全
焼
し
た
落
華
宮
の
地
に
、
大
き
な
池
が
穿
た
れ
、
曲
江
と
名
附
け
ら
れ
た
。

宣
和
年
間
、
皇
城
の
東
南
角
の
十
字
街
か
ら
景
龍
門
ま
で
の
街
路
に
、
「
爽
城
牙
道
」
、
す
な
わ
ち
雨
側
に
壁
が
築
か
れ
た
官
遁
が
作
ら
れ
た

が
(
『
束
京
夢
華
録
』
一
一
)
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
道
路
中
央
に
設
け
ら
れ
た
皇
帝
用
の
通
路
で
あ
り
、
御
街
と
同
様
の
構
造
に
な
っ
た
こ
と
は
興
味

深
い
。
東
華
門
街
か
ら
景
龍
門
を
抜
け
て
新
酸
嘉
門
に
至
る
北
に
向
か
う
街
路
は
、
南
に
向
か
う
御
街
に
釘
し
て
、
開
封
の
第
一
一
の
中
心
軸
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
徽
宗
政
権
は
、
第
二
の
中
心
軸
を
用
い
て
、
道
教
の
権
威
の
覗
量
化
と
同
時
に
「
太
平
豊
盛
」
を
演
出
し
よ
う
と
し
た
。

637 

こ
れ
ら
は
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
聖
の
首
都
機
能
と
い
え
よ
う
。
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時
に
、
北
方
で
、
金
が
興
起
し
、
遼
と
の
戦
闘
が
開
始
さ
れ
て
い
た
。
北
宋
は
、
燕
雲
を
取
り
戻
す
た
め
に
、
複
雑
な
外
交
を
始
め
て
い
た
。

こ
の
問
題
と
北
へ
向
か
う
軸
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
は
関
連
が
有
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
殊
更
に
這
教
に
よ
っ
て
宗
教
的
な
権
威
が
演
出
さ
れ
た

こ
と
は
興
味
深
い
。
道
教
は
、
外
来
宗
教
の
悌
教
な
ど
に
封
し
て
民
族
的
宗
教
の
色
彩
が
強
い
。
唐
の
後
竿
に
、
領
土
が
漢
民
族
地
域
に
縮
小

(m) 

し
た
段
階
で
、
道
教
や
儒
教
が
盛
ん
に
な
り
、
庭
仰
が
行
わ
れ
た
こ
と
と
類
似
す
る
よ
う
に
思
え
る
。

b 

庶
民
生
活
と
賜
第

政
権
に
よ
る
「
太
平
豊
盛
」
の
演
出
は
、
文
字
通
り
庶
民
生
活
を
豊
か
に
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
散
兆
鵬
氏
は
、
こ
の
時
期
の
諸
政
策
が
悪
性

(
凹
)

の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
招
い
た
と
論
じ
る
。

①
財
政
支
出
が
、
土
木
工
事
、
道
教
儀
曜
、
宮
廷
等
の
泊
費
の
擦
大
に
よ
っ
て
掻
大
し
(
ま
さ
し
く
、
本
稿
で
い
う
「
演
出
」
の
た
め
で
あ
る
)
、

そ
の
た
め
首
五
・
十
等
の
大
銭
や
紙
幣
(
交
子
)
・
度
牒
な
ど
の
増
護
が
お
こ
な
わ
た
こ
と
。

②
政
府
の
泊
費
が
高
ま
っ
た
た
め
、
物
資
や
通
貨
の
流
通
速
度
が
こ
れ
ま
で
に
な
く
高
ま
っ
た
こ
と
。

こ
の
二
酷
が
イ
ン
フ
レ
の
理
由
と
し
て
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
も
の
と
か
ね
が
動
き
回
る
た
め
好
景
気
を
呈
し
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
物
慣
が

上
昇
し
た
と
す
る
と
給
奥
所
得
者
は
生
活
が
苦
し
く
な
る
。
こ
の
時
代
、
官
界
の
人
々
の
中
で
、
本
業
を
疎
か
に
し
て
商
業
に
手
を
染
め
る
こ

と
が
流
行
し
た
の
は
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
首
都
の
治
安
維
持
を
底
遣
で
捨
っ
て
い
た
の
が
禁
軍
か
ら
祇
遣
さ
れ
た
巡
舗
兵
で
あ
っ
た
。
開
封

城
内
に
四

O
O箇
所
ほ
ど
あ
っ
た
巡
舗
に
五
名
の
兵
士
が
配
備
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
兵
士
が
、
商
業
に
従
事
し
て
い
る
場
合
が
多
く
、
治
安
維

(
旧
)

持
の
業
務
に
支
障
が
起
こ
っ
て
い
た
と
い
う
。
開
封
城
内
の
問
題
と
は
少
し
異
な
る
が
、
似
た
よ
う
な
例
と
し
て
、
騨
俸
の
舗
兵
が
、
本
来
運

(
山
)

ぶ
べ
き
制
救
な
ど
を
滞
ら
せ
て
、
民
聞
か
ら
委
託
さ
れ
た
商
品
の
輸
送
を
行
い
小
銭
を
稼
い
で
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
上
層
部
も
同

(
川
)

じ
事
で
、
何
執
中
は
開
封
城
内
に
多
く
の
賃
貸
物
件
(
「
邸
庖
」
)
を
持
っ
て
お
り
巨
利
を
稼
い
で
い
た
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
花
石
綱
や
増
税
に
よ
っ
て
地
方
の
庶
民
は
疲
弊
し
て
い
っ
た
。
や
が
て
方
蹴
の
乱
な
ど
が
護
生
す
る
。
開
封
城
内
も
見
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か
け
上
は
繁
栄
し
て
い
た
が
、
賜
第
に
よ
っ
て
苦
し
む
最
下
層
の
人
々
が
い
た
。
空
間
の
再
編
と
い
う
意
味
で
、
最
後
に
こ
の
問
題
を
と
り
あ

刊
す
ノ
，
-
、
4

0

;
ふ
/
し

宋
代
の
文
武
官
に
と
っ
て
最
大
の
恩
典
は
、
開
封
域
内
に
邸
宅
を
賜
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
「
賜
第
」
と
呼
ば
れ
る
。
梅
原
郁
氏
は
、

す
で
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
「
賜
第
の
功
臣
は
皇
帝
と
個
人
的
関
係
が
深
く
、
か
つ
誰
も
が
認
め
る
固
家
的
な
事
業
の
責
任
者
と
い
う
功
勢
が

(

川

川

)

必
要
で
、
そ
の
酷
か
ら
い
え
ば
皇
帝
個
人
の
特
別
に
意
味
深
い
思
賞
だ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
寵
臣
が
輩
出
し
た
徽
宗
時
代

は
、
賜
第
が
従
来
と
は
達
、
つ
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
梅
原
氏
は
、
徽
宗
朝
時
代
に
賜
第
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
王
櫛
・
部
淘
武
・
高
依
の
三
名

を
琴
、
げ
て
い
る
が
、
賓
際
に
は
も
っ
と
多
く
の
も
の
が
賜
第
を
受
け
て
い
た
。
『
三
朝
北
盟
舎
編
」
一
二
六
に
引
用
さ
れ
て
い
る

『
靖
康
録
』
に

は
、
「
こ
れ
よ
り
先
、
官
一
和
中
、
内
侍
賜
第
さ
れ
る
も
の
有
る
こ
と
多
し
。
」
と
あ
る
。
王
厚
・
童
貫
が
、
賜
第
を
受
け
た
の
は
、
崇
寧
三
年
九

(
山
)

月
で
あ
る
。

(m) 

特
に
、
察
京
は
、
一
一
度
に
わ
た
っ
て
賜
第
さ
れ
、
東
園
・
西
国
と
言
わ
れ
た
。
ま
ず
、
崇
寧
末
年
、
西
の
閏
闇
門
(
奮
梁
門
)
の
外
に
賜
つ

(

山

)

(

川

出

)

二
一
)
で
あ
る
。
こ
ち
ら
が
東
園
で
あ
ろ
う
。

た
。
二
度
目
は
政
和
二
年
(

王
櫛
も
、
察
京
と
同
じ
く
二
カ
所
で
あ
る
。
政
和
六
年
(

(m) 

一
一
月
に
は
、
「
昭
徳
坊
」
に
第
を
賜
っ
て
い
る
。
昭
徳
坊
は
、
相
園

一

ム

ハ

)

寺
の
束
に
位
置
す
る
。
後
に
閤
闇
門
(
奮
梁
門
)
外
の
竹
竿
巷
に
第
を
賜
っ
た
。
こ
ち
ら
の
邸
宅
は
周
園
教
里
の
王
宮
の
よ
う
な
虞
さ
で
あ
り
、

青
銅
で
茸
か
れ
た
屋
根
が
特
徴
的
な
正
殿
と
、
民
間
の
花
街
の
よ
う
な
風
情
の
地
直
が
あ
る
と
思
う
と
、
花
石
を
集
め
た
後
苑
に
は
仮
山
が
あ

(
別
)

り
、
そ
の
聞
に
は
竹
龍
茅
舎
が
散
見
さ
れ
、
村
落
の
よ
う
な
景
観
を
呈
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
部
分
は
西
村
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

お
そ
ら
く
こ
の
附
近
は
、
低
摂
で
な
い
一
等
地
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
開
封
市
街
は
、

(
盟
)

東
南
部
が
低
摂
で
居
住
候
件
が
徐
り
良
く
な
い
。
以
前
、
拙
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
宋
初
、
軍
告
は
域
内
西
側
に
多
く
建
て
ら
れ
て
い
る
。
一
珊

闇
闇
円
以
西
の
地
に
、
西
国
・
西
村
が
あ
っ
た
が
、

宗
時
代
以
降
、
康
管
地
が
多
く
な
っ
た
関
係
で
、
賜
第
を
受
け
入
れ
る
絵
地
が
で
き
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

639 

察
京
の
西
国
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
『
朱
子
語
類
』

一
四

O
に
「
察
京
父
子
、
在
京
城
之
西
雨
坊
、
封
賜
甲
第
四
匿
、
極
天
下
土
木
之
工
。
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一
日
太
師
第
、
乃
京
之
白
居
也
。
二
日
植
密
第
、
乃
依
之
居
也
。
三
日
尉
馬
第
、
乃
僻
之
居
也
。
四
日
殿
監
第
、
乃
依
之
居
也
o
」
と
あ
り
、

そ
の
巨
大
な
構
え
が
知
ら
れ
る
。
『
東
京
夢
華
録
』
に
よ
れ
ば
、
日
汗
河
を
跨
ぐ
橋
の
一
つ
に
察
太
師
橋
と
い
う
橋
が
あ
る
。
こ
の
橋
は
、
ち
ょ

(
印
)

う
ど
内
城
外
の
西
側
に
位
置
し
て
お
り
、
西
国
は
、
梁
門
街
か
ら
作
河
ま
で
、
南
北
に
伸
び
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
察
修
に
依
る
と
、
工
事

中
に
は
、
唐
人
の
古
墓
が
次
々
と
護
見
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
墓
誌
銘
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
「
城
西
二
里
に
葬
っ
た
」
と
書
い
で
あ
っ
た
ら
し

ぃ
。
す
な
わ
ち
、
内
城
壁
か
ら
、

二
里
(
約
一
回
)
の
所
に
察
京
の
西
国
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
下
賜
さ
れ
た
官
地
だ
け
で
は
足
ら
ず
周
固
の
庶
民
の
家
屋
を
撤
去
し
て
遣
菅
を
行
う
の
が
普
通
だ
っ
た
。
追
い
出
さ
れ
た
庶

(

邸

)

(

凶

)

民
は
代
慣
は
支
給
さ
れ
ず
泣
く
し
か
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
枇
舎
問
題
が
開
封
で
叢
生
し
た
こ
と
が
、
徽
宗
時
代
の
特
徴
で
あ
る
。
と
く
に

土
木
建
築
が
盛
ん
だ
っ
た
政
和
宣
和
時
代
に
告
護
す
る
史
料
は
懸
け
ら
れ
て
い
る
。
御
史
中
丞
翁
彦
園
は
宣
和
一
一
年
こ

O 

一
O
月
に
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
、
上
奏
を
行
っ
て
い
る
。

-
:
臣
聞
く
な
ら
く
、
賜
を
蒙
る
の
家
、
則
ち
必
ず
宛
轄
せ
ん
と
し
、
官
屋
を
踏
逐
す
る
に
空
閑
を
以
っ
て
名
と
矯

L
、
或
い
は
酬
債
を
請

い
て
百
姓
の
物
業
を
免
買
し
、
賓
に
皆
名
居
を
起
遣
す
。
大
な
る
者
は
坊
巷
に
百
一
り
、
小
な
る
者
も
数
十
家
を
訴
す
る
を
下
ら
ず
。

(
凶
)

に
駆
迫
し
、
老
を
扶
け
幼
を
携
え
し
も
の
、
暴
露
し
忠
次
口
す
。
殊
に
盛
世
の
宣
し
く
有
る
べ
き
所
に
あ
ら
ず
。

坊
巷
に
わ
た
る
よ
う
な
邸
宅
は
、
特
に
察
京
の
西
国
で
あ
る
。
察
京
は
こ
の
年
の
六
月
に
致
仕
と
な
り
、
廟
堂
か
ら
去
っ
て
い
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
上
奏
が
可
能
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

お

わ

り

撒
宗
時
代
は
、
開
封
の
都
市
空
聞
が
大
い
に
再
編
成
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
空
間
再
編
成
は
、
徽
宗
皇
帝
の
権
威
を
掻
大
し
自
ら
の

権
力
基
盤
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
察
京
と
そ
の
一
抵
の
政
治
活
動
の
賜
物
だ
っ
た
。
と
く
に
、
奮
城
東
北
部
の
饗
貌
が
注
目
さ
れ
る
。
宮
城
の

北
に
延
一
帽
宮
が
建
設
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
、
東
華
門
街
を
挟
ん
だ
東
側
に
、
上
清
賓
銭
宮
と
艮
最
が
建
設
さ
れ
た
。
雨
者
は
、
景
龍
門
の
門
棲
に

十
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設
け
ら
れ
た
複
這
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
、
徽
宗
は
俗
界
と
聖
界
を
行
き
来
す
る
こ
と
が
容
易
に
で
き
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
た
。
彼
は
、

天
子
で
あ
る
と
同
時
に
、
品
以
祖
遁
君
皇
帝
(
あ
る
い
は
長
生
帝
君
)
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
権
威
附
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

徽
宗
を
ふ
く
め
た
支
配
者
集
圏
と
首
都
の
庶
民
達
は
、
上
清
賓
銭
宮
で
行
わ
れ
る
遁
教
の
祭
典
や
、
「
預
賞
」
と
よ
ば
れ
た
新
し
い
上
元
観

燈
の
行
事
に
、
と
も
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
太
平
豊
盛
」
を
意
識
し
、
徽
宗
と
北
宋
政
権
の
権
威
を
納
得
す
る
仕
組
み
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
首
都
の
庶
民
だ
け
で
は
な
い
。
各
州
に
一
利
害
玉
清
高
書
官
が
設
け
ら
れ
、
長
生
大
帝
君
(
徽
宗
)
と
そ
の
弟
青
華
帝
君
の
像
が
奉
安
さ

れ
た
。
一
柳
宥
汲
這
教
は
園
教
と
な
り
悌
教
が
弾
医
さ
れ
た
。
組
織
の
中
心
は
、
上
清
賓
銭
宮
だ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
徽
宗
時
代
後
期
の
開
封
に
は
、
紳
早
育
振
道
教
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
す
る
支
配
原
理
に
基
づ
き
、
聖
の
首
都
機
能
が
整
備
さ

れ
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
初
め
に
遮
べ
た
よ
う
に
北
宋
前
期
の
開
封
で
は
、
軍
事
力
の
中
心
と
し
て
の
首
都
機
能
が
、
空
間
や
景
観
を
支
配
し

て
い
た
。
す
な
わ
ち
俗
の
首
都
機
能
が
卓
越
し
た
首
都
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
中
心
で
あ
っ
た
禁
軍
軍
替
が
、
王
安
石
の
軍
政
改
革
の
な

か
で
半
減
し
て
し
ま
っ
た
。
徽
宗
時
代
に
な
る
と
、
超
自
然
的
な
聖
の
首
都
機
能
が
整
備
さ
れ
、
空
間
や
景
観
を
再
編
成
す
る
よ
う
な
役
割
を

捨
う
よ
う
に
な
っ
た
。

察
京
も
首
都
の
防
衛
に
閲
し
て
意
識
し
て
い
た
形
跡
が
あ
る
。
そ
れ
は
第
一
次
首
固
期
に
設
置
が
決
定
さ
れ
た
四
輔
で
あ
る
。
開
封
周
遣
の

四
つ
の
州
を
要
塞
化
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
二
寓
ず
つ
の
軍
事
力
を
配
備
し
て
首
都
を
側
面
か
ら
防
衛
し
よ
う
と
い
う
計
重
で
あ
る
。
し
か
し
な
が(

凶
)

ら
、
察
京
が
失
脚
す
る
と
、
計
書
一
は
放
棄
さ
れ
、
第
三
次
官
園
期
に
は
、
首
都
改
造
に
熱
中
し
た
た
め
か
、
四
輔
計
書
一
は
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

ま
た
、
イ
ン
フ
レ
に
よ
る
官
界
の
商
業
化
に
よ
っ
て
、
治
安
は
悪
化
し
、
寵
臣
の
無
法
は
放
置
さ
れ
、
中
央
と
地
方
の
情
報
惇
達
は
滞
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
れ
が
、
政
和
・
官
一
和
年
聞
の
状
況
だ
っ
た
。

『
東
京
夢
華
録
」
で
も
っ
と
も
濁
創
的
で
、
精
彩
を
放
っ
て
い
る
記
遮
は
、
事
細
か
に
小
料
理
の
名
稽
が
書
か
れ
、
時
刻
に
よ
っ
て
移
り
饗

わ
る
露
庖
の
模
様
な
ど
が
描
寓
さ
れ
た
部
分
だ
と
思
う
。
護
者
は
庶
民
の
泊
費
生
活
の
豊
か
さ
に
惹
き
付
け
ら
れ
る
。
紹
興
年
聞
に
執
筆
し
た

641 

著
者
の
目
的
は
、
忘
れ
ら
れ
か
け
て
い
る
開
封
の
「
昔
年
之
盛
」
を
「
追
念
」
し
、
後
世
に
残
す
こ
と
に
あ
っ
た
(
『
東
京
夢
華
録
』
自
序
)
。
し
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か
し
「
艮
巌
」
や
「
景
龍
江
」
の
記
事
は
全
く
な
い
。
豪
吐
を
誇
っ
た
王
師
や
察
京
の
賜
第
の
位
置
や
、
そ
の
様
子
に
つ
い
て
も
、
直
接
的
に

は
記
述
が
な
い
。
宣
徳
門
や
景
龍
門
の
制
限
燈
に
つ
い
て
は
詳
細
に
記
さ
れ
る
が
、
一
柳
替
汲
這
数
の
総
本
山
で
行
わ
れ
た
千
遁
舎
に
つ
い
て
は
無

関
心
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
。
お
そ
ら
く
南
宋
時
代
に
於
い
て
は
、
失
政
の
象
徴
で
あ
り
「
迫
今
と
す
る
よ
う
な
良
い
思
い
出
で
は
な
い
の
で
あ

で
あ
る
。
本
稿
で
も
大
い
に
利
用
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

る
。
徽
宗
時
代
の
開
封
を
知
る
た
め
に
好
個
の
書
が
『
東
京
夢
華
録
」

側
面
の

記
録
で
あ
る
貼
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

+工(
1
)

梅
原
郁
「
皇
帝
・
祭
叩
・
園
都
」
(
中
村
賢
二
郎
編
『
歴
史
の
な

か
の
都
市
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
一
回
、
一
九
八
六
)

0

(
2
)

拙
稿
「
五
代
宋
初
の
洛
陽
と
園
都
問
題
」
(
『
東
方
皐
』
第
九
六
輯
、

一
九
九
八
)

0

(
3
)

拙
稿
「
宋
都
開
封
の
人
口
数
に
つ
い
て
の
一
試
論
」
(
「
東
洋
皐

報
』
第
八
二
審
第
二
競
、
二

0
0
0
)
。

(
4
)

拙
稿
「
宋
都
開
封
と
禁
軍
軍
管
の
饗
遷
」
(
『
東
洋
民
了
報
』
第
七
四

を
第
三
・
四
競
、
一
九
九
三
)
。

(
5
)

本
稿
に
お
け
る
『
清
明
上
河
固
』
は
、
張
揮
端
異
筆
と
い
わ
れ
る

北
京
故
宮
博
物
院
所
裁
園
(
『
石
渠
賓
笈
三
編
」
所
牧
版
)
を
さ
す
。

(
6
)

『
績
資
治
通
鑑
長
編
拾
補
」
一
七
、
建
中
靖
園
元
年
二
月
丁
巳
の

候
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
宋
編
年
通
鑑
』
引
の
章
惇
に
封
す
る
任
伯

雨
の
弾
劾
文
に
よ
る
と
、
章
惇
は
「
端
王
浪
子
爾
」
と
設
言
し
た
と

い
う
。
な
お
『
仰
加
歴
代
通
載
』
一
九
に
も
同
様
の
愛
言
が
記
録
さ

れ
て
い
る
。

(
7
)

徽
宗
が
皇
帝
に
選
ば
れ
た
模
様
に
つ
い
て
は
、

編
』
五
二

O
、
一
冗
符
三
年
正
月
己
卯
の
各
候
に
詳
し
い
。
な
お
、

『
宋
史
』
徽
宗
本
紀
な
ら
ぴ
、
『
九
割
備
要
』
二
五
、
元
符
三
年
正

月
も
参
照
。

(
8
)

「
紀
事
本
末
』
一
一
一
一
一
、
祭
京
事
跡
、
政
和
二
年
二
月
戊
子
引
用

の
詔
中
に
あ
る
言
葉
で
あ
る
。

(
9
)

梅
原
郁
「
宋
代
の
救
済
制
度
」
(
中
村
賢
二
郎
編
『
都
市
の
世
合
同

史
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
房
、
一
九
八
三
)
。

(
日
)
「
清
波
雑
志
』
一
二
、
恵
民
局
に
よ
る
。
本
来
は
、
民
に
恩
恵
を

奥
え
る
は
ず
だ
が
、
年
ご
と
に
四
O
蔦
も
黒
字
が
山
山
て
、
戸
部
の
経

費
を
助
け
て
い
た
と
い
う
。

(
日
)
「
九
朝
備
要
』
二
七
、
崇
寧
三
年
、
二
月
、
置
漏
津
園
の
項
に

「
中
書
省
言
、
元
豊
中
、
詔
以
官
地
、
葬
枯
骨
。
今
欲
推
麿
先
志
故

也
。
」
と
あ
り
、
『
宋
史
』
一
七
八
、
食
貨
志
、
振
岨
に
は
「
官
一
和
二

年
詔
、
居
養
・
安
済
・
漏
淳
、
可
参
考
元
幽
豆
奮
法
、
裁
立
中
制
。
」

と
あ
る
。
一
二
門
峡
市
文
物
工
作
除
『
北
宋
限
州
漏
津
園
』
(
文
物
出

版
枇
、
一
九
九
九
)
に
よ
る
と
、
限
州
の
漏
淳
園
で
一
番
古
い
墓
は

『
績
資
治
通
鑑
長十

「
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崇
寧
四
年
の
銘
が
あ
る
。

(
ロ
)
『
九
朝
備
要
」
二
七
、
崇
寧
三
年
正
月
、
鋳
九
鼎
の
項
。

(
日
)
『
十
朝
綱
要
」
一
六
、
崇
寧
四
年
八
月
甲
申
。

(
日
)
『
九
朝
備
要
」
二
七
、
崇
寧
三
年
三
月
、
築
園
土
の
項
。

(
日
)
『
九
朝
備
要
」
二
六
、
崇
寧
元
年
卜
月
、
置
外
皐
賜
名
昨
棄
の
項
。

同
書
二
七
、
崇
寧
三
年
六
月
、
以
王
安
石
配
饗
孔
子
の
項
。

(
時
)
則
天
武
后
の
明
堂
に
つ
い
て
は
、
渡
透
信
一
郎
『
天
空
の
王
座
」

(
柏
書
房
、
一
九
九
六
)
、
金
子
修
一
『
古
代
中
園
と
皇
帝
祭
杷
」

(
汲
古
書
席
、
二

0
0
二
を
参
照
。

(η)

『
紀
事
本
末
」
一
一
一
五
、
明
堂
。

(
国
)
『
九
朝
備
要
』
二
七
、
崇
寧
四
年
三
月
、
武
曾
孝
序
の
項
に
は

「
又
論
明
堂
辞
羅
生
寸
事
、
孝
序
日
、
相
公
ム
叩
講
鐙
不
得
準
讃
漠
史
。

蓋
欲
奉
明
主
於
三
代
之
隆
、
今
乃
循
王
葬
己
行
之
跡
、
而
欲
路
商
刷

虚
名
、
可
乎
。
」
と
あ
る
。

(
日
)
小
島
毅
「
宋
代
の
図
家
祭
杷
|
|
『
政
和
五
種
新
儀
』
の
特
徴
」

(
池
同
泊
編
『
中
園
稽
法
と
日
本
律
令
制
』
東
方
書
庖
、
一
九
九

一一)。

(
初
)
林
大
介
「
察
京
と
そ
の
政
治
集
園
」
(
『
史
朋
』
三
五
競
、
二

0
0

二
一
)
の
分
析
に
よ
る
。
本
論
文
は
、
徽
宗
時
代
の
政
治
過
程
に
つ
い

て
詳
細
な
分
析
を
行
っ
て
お
り
、
参
考
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
天
謎

論
に
よ
り
徽
宗
に
影
響
を
あ
た
え
た
郭
天
信
に
つ
い
て
鰯
れ
ず
、
さ

ら
に
徽
宗
の
道
教
崇
拝
と
察
京
の
権
力
と
の
関
係
も
論
じ
ら
れ
て
お

ら
ず
、
疑
問
に
思
っ
た
。

(
幻
)
『
九
朝
備
要
」
二
六
、
崇
寧
元
年
七
月
、
以
察
京
第
右
僕
射
の
項
。

(
幻
)
小
島
毅
「
宋
代
天
謎
論
の
政
治
理
念
」
(
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀

643 

」

要
』
一

O
七
冊
、
一
九
八
八
)

0

(
お
)
「
績
資
治
通
鑑
長
編
』
二
六
九
、
照
寧
八
年
十
月
戊
戊
に
は
「
王

安
石
言
、
臣
等
伏
親
、
耳
目
武
帝
五
年
、
琴
賓
出
彩
、
十
年
、
杉
又
出

字
、
而
其
在
位
二
十
八
年
、
奥
乙
巳
占
所
期
不
合
。
蓋
天
道
遠
、
先

王
難
有
官
上
口
、
而
所
信
者
人
事
而
己
。
天
文
之
愛
無
窮
、
人
事
之
総
長

無
己
、
上
下
博
舎
、
或
遠
或
近
、
山
一
旦
無
偶
合
、
此
其
所
以
不
足
信
也

0

・
:
」
と
あ
り
、
王
安
石
は
天
愛
を
信
じ
な
い
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。

(
但
)
「
紀
事
本
末
』
五
九
、
王
安
石
事
跡
上
、
照
寧
一
一
一
年
一
一
一
月
己
未
に

は
、
「
L
L

論
王
安
石
日
「
開
有
三
不
足
之
説
否
。
」
王
安
石
日
「
不

問
。
」
上
日
「
陳
薦
一
百
『
外
人
云
、
今
朝
廷
震
天
愛
不
足
催
、
人
言

不
足
即
、
祖
宗
之
法
不
足
{
寸
。
昨
向
学
士
院
進
試
館
職
策
、
専
指
此
一
一
一

事
。
』
此
日
正
何
理
。
朝
廷
亦
何
嘗
有
此
、
巳
別
作
策
閉
会
o
」
安
石
H

「
陛
下
賜
親
庶
政
、
加
盟
…
流
連
之
梁
荒
亡
之
行
、
毎
事
惟
恐
傷
民
、
此

即
日
厄
健
天
総
長
。
陛
下
拘
納
入
一
百
、
無
小
大
惟
言
之
従
、
出
旦
不
即
人
ニ
一
日
。

然
人
二
円
固
有
不
足
仰
者
、
有
骨
回
於
義
理
、
則
人
言
何
足
岨

0

・
:
」
と

あ
る
。
下
線
部
の
論
理
は
、
察
京
の
論
理
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。

(
お
)
「
山
本
史
』
二

O
、
徽
宗
本
紀
、
崇
寧
四
年
十
月
壬
辰
。

(
お
)
「
九
刺
備
要
』
二
七
、
崇
寧
五
年
正
月
、
普
出
西
友
の
項
。

(
幻
)
小
島
毅
氏
前
掲
「
宋
代
天
謎
論
の
政
治
理
念
」
一
一
一
頁
を
参
照
。

(
お
)
「
九
刺
備
要
』
二
七
、
崇
寧
五
年
二
一
月
、
劉
法
一
罷
の
項
。

(
鈎
)
「
九
刺
備
要
』
二
七
、
崇
寧
五
年
二
月
、
察
京
罷
以
越
挺
之
潟
右

僕
射
の
項
。

(
鈎
)
「
九
刺
備
要
』
二
七
、
崇
寧
五
年
正
月
か
ら
二
月
の
諸
項
を
参
照
。

(
訂
)
「
九
刺
備
要
』
二
七
、
崇
寧
五
年
二
一
月
、
劉
達
罷
・
崇
寧
五
年

一
一
月
、
奈
京
罷
以
超
挺
之
第
右
僕
射
・
大
観
元
年
正
月
、
以
察
京
一
気

十

「
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左
僕
射
の
諸
項
を
参
照
。

(
犯
)
『
九
朝
備
要
」
二
七
、
大
観
元
年
一
一
一
月
、
越
挺
之
罷
の
項
。

(
お
)
張
一
尚
英
は
、
新
法
汲
で
あ
っ
た
が
、
察
京
の
反
釘
者
だ
っ
た
た
め
、

黛
籍
に
入
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
熱
心
な
悌
救
信
者
で
あ
っ
た
こ
と

も
、
奈
京
と
到
照
的
で
あ
る
。
阿
部
肇
一
「
北
米
末
の
法
黛
と
悌

数
・
道
教
」
(
『
渡
透
一
二
男
博
士
古
稀
記
念
日
中
語
文
交
渉
史
論
叢
」

楼
楓
枇
一
九
七
九
、
所
収
)
を
参
照
。

(
引
出
)
張
商
英
と
郭
天
信
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
『
九
刺
備
要
』
二
八
、

政
和
元
年
十
月
、
震
張
ー
尚
英
。
『
米
史
』
四
六
二
、
郭
天
信
惇
な
ど

を
参
照
。

(
お
)
以
下
の
郭
天
信
の
経
歴
は
、
『
宋
史
』
四
六
二
、
郭
天
信
惇
参
照
。

(
お
)
『
九
朝
備
要
」
二
七
、
大
観
三
年
六
月
、
察
京
罷
の
項
。
『
十
朝

綱
要
』
一
七
、
大
観
二
一
年
六
月
丁
丑
。

(
釘
)
『
九
朝
備
要
」
二
七
、
大
観
三
年
卜
月
、
祭
京
致
仕
の
朝
朔
望
の

項。

(
お
)
『
米
史
』
二

O
、
徽
宗
本
紀
、
大
観
四
年
五
月
丁
未
。
『
十
朝
綱

要
』
一
七
で
は
、
乙
卯
に
懸
け
ら
れ
て
い
る
。

(
ぬ
)
『
紀
事
本
末
」
一
一
二
、
察
京
事
述
、
大
観
四
年
五
月
甲
子
に
は
、

「
詔
、
奈
京
権
重
位
高
、
人
屡
告
愛
。
金
不
引
避
。
公
議
不
容
、
言

章
屡
上
、
難
以
屈
法
、
特
降
授
太
子
少
保
、
依
奮
致
仕
。
在
外
任
便

居
住
。
」
と
あ
り
、
日
昼
間
問
先
と
津
山
の
反
封
音
ω

見
な
ど
に
も
と
づ
く
総

合
的
な
判
断
で
、
察
京
は
開
封
か
ら
迫
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
『
十
朝
綱
要
」
一
七
、
大
観
四
年
五
月
甲
子
に
、
太
子
太

保
に
降
格
と
あ
る
が
、
誤
り
で
あ
ろ
う
。

(
羽
)
『
紀
事
本
末
」
一
三
一
、
張
前
英
事
症
、
大
観
四
年
六
月
乙
亥
。

」

(
社
)
「
米
史
』
三
五
一
、
張
商
英
惇
。
『
紀
事
本
末
」

英
事
迩
、
大
観
四
年
六
月
乙
亥
の
篠
注
。

(
必
)
「
米
史
』
三
五
一
、
張
商
英
惇
。

(
必
)
「
九
刺
備
要
』
二
八
、
政
和
元
年
四
月
、
張
商
英
罷
の
項
。

(
仏
)
『
九
割
備
要
』
二
八
、
政
和
元
年
十
月
、
家
張
商
英
の
項
。

(
お
)
『
十
朝
綱
要
』
一
七
、
政
和
元
年
十
月
辛
亥
。
『
九
割
備
要
」
二

八
、
政
和
元
年
十
月
、
震
張
ー
同
英
に
よ
る
と
、
張
商
英
は
、
官
一
和
三

年
に
、
京
中
岡
で
死
去
し
て
い
る
。

(
必
)
「
十
朝
綱
要
」
一
七
、
政
和
二
年
二
月
戊
子
。
『
紀
事
本
末
」
一

三
一
、
察
京
事
迩
、
政
和
二
年
二
月
戊
子
。

(
U
)

「
紀
事
本
末
』
一
一
一
一
一
、
察
京
事
跡
、
政
和
二
年
三
月
乙
亥
。

『
十
朝
綱
要
」
一
七
、
政
和
二
年
三
月
壬
午
に
よ
る
と
、
こ
の
日
に

入
見
し
て
い
る
。

(
必
)
「
紀
事
本
末
』
二
三
、
祭
京
事
跡
、
政
和
二
年
五
月
己
己
。

(ω)
こ
の
工
事
に
つ
い
て
は
「
九
刺
備
要
』
二
八
、
政
和
五
年
六
月
、

天
成
聖
功
二
橋
成
の
項
を
参
照
。

(
叩
)
「
米
史
』
八
五
、
地
理
志
、
京
城
。
『
九
朝
備
要
』
二
八
、
政
和

四
年
八
月
、
延
一
繭
宮
成
。

(
日
)
「
九
朝
備
要
』
二
八
、
政
和
四
年
八
月
、
延
一
組
宮
成
に
よ
る
。

克
々
延
一
繭
宮
が
有
っ
た
場
所
に
は
、
保
和
殿
が
新
築
さ
れ
た
(
『
九

朝
備
要
』
二
八
、
政
和
三
年
九
月
、
保
和
殿
成
)
o

こ
ち
ら
に
も
江

南
風
の
園
林
が
附
属
し
て
い
た
。

(
臼
)
「
楓
育
小
臆
』
上
。

(
日
)
「
九
刺
備
要
』
二
八
、
政
和
六
年
二
月
、
上
清
賓
議
官
成
の
項
に

よ
る
。
『
宋
史
」
地
理
志
に
よ
る
と
、
三
尺
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
前

一
三
一
、
張
商

十

「
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者
を
採
る
。

(
日
)
『
九
朝
備
要
」
二
八
、
政
和
六
年
二
月
、
上
清
資
篠
宮
成
。

(
日
)
明
堂
に
つ
い
て
は
、
「
紀
事
本
末
」
一
一
一
五
、
明
堂
と
『
九
朝
備

要
」
二
八
、
政
和
五
年
八
月
、
建
明
堂
の
項
。

(
防
)
『
九
朝
備
要
」
二
八
、
政
和
五
年
八
月
、
流
早
出
柳
。

(
貯
)
『
山
本
史
』
五
二
、
天
文
志
、
流
星
。

(
問
)
『
九
朝
備
要
」
二
八
、
政
和
六
年
七
月
、
詔
豊
茂
盛
時
母
震
裁
損

計
の
項
。

(
m
w
)

『
米
史
』
一
七
九
、
食
貨
志
、
合
計
に
は
「
京
又
専
用
幽
豆
亨
議
大

之
説
、
訣
悦
帝
意
。
始
慶
茶
利
、
歳
以
一
百
高
橋
進
御
、
以
京
城
所

主
之
。
其
後
又
有
庭
奉
司
、
御
前
生
活
所
、
営
繕
所
、
蘇
杭
這
作
局
、

御
前
人
船
所
、
主
(
名
雑
出
、
大
率
争
以
奇
修
翁
功
。
歳
運
花
石
綱
、

一
石
之
費
、
民
間
至
用
三
十
蔦
緒
。
姦
吏
芳
縁
、
キ
取
無
妻
、
民
不

勝
弊
。
用
度
円
繁
、
左
蔵
庫
異
時
月
費
絹
銭
三
十
六
高
、
至
日
疋
桁
第

一
再
二
十
高
。
」
と
あ
る
。

(
削
)
『
十
朝
綱
要
」
一
七
、
政
和
三
年
二
月
発
未
の
係
。
ま
た
「
天

紳
下
組
大
師
察
京
乞
宣
付
史
館
御
筆
手
詔
」
(
『
宋
大
詔
令
集
』
一
一
一
一

六
)
。
こ
の
詔
に
よ
る
と
、
こ
の
時
鈷
で
は
、
徽
宗
は
ま
だ
神
格
化

さ
れ
て
い
な
い
。

(
日
)
宮
川
向
志
「
宋
の
徽
宗
と
遁
数
」
(
『
東
海
大
準
紀
要
・
文
学
部
」

一
一
一
二
、
一
九
七
五
)

0

(
臼
)
『
紀
事
本
末
」
一
一
一
七
、
這
撃
の
各
僚
を
参
照
。

(
日
)
林
霊
素
に
つ
い
て
は
、
唐
代
剣
「
『
宋
史
・
林
霊
素
惇
』
補
正
」

(
『
世
界
宗
教
研
究
』
一
九
九
二
年
第
一
二
期
)
、
同
「
論
林
霊
素
創
立

神
害
派
」
(
同
一
九
九
六
年
第
二
期
)
宮
川
向
志
「
林
霊
素
と
宋
の

645 

」

徽
宗
」
(
『
東
海
大
串
紀
要
・
文
撃
部
』
二
四
、
一
九
七
六
)
、
松
本

浩
一
「
徽
宗
の
宗
教
政
策
に
つ
い
て
」
(
『
中
華
世
界
の
照
史
的
展

開
』
汲
古
書
院
、
二

O
O
二
、
所
牧
)
な
ど
が
あ
る
。

(
似
)
林
霊
素
が
徽
宗
に
始
め
て
拝
謁
し
た
年
代
に
つ
い
て
は
、
政
和
三

年
・
政
和
五
年
・
政
和
六
年
・
政
和
七
年
の
諸
説
が
あ
る
が
、
唐
代

剣
氏
の
意
見
に
従
う
。

(
侃
)
「
紀
事
本
末
』
一
一
一
七
、
方
士
、
宣
和
元
年
二
月
壬
申
の
僚
に

引
く
『
楊
氏
編
年
』
な
ど
。

(
前
)
阿
部
氏
前
掲
「
北
宋
末
の
法
黛
と
悌
教
・
遁
教
」
。

(
訂
)
察
候
『
史
補
』
(
『
紀
事
本
末
』
一
一
一
七
、
道
朗
字
、
政
和
六
年
十
月

甲
申
の
注
o
)

(
槌
)
「
九
刺
備
要
』
二
八
、
政
和
六
年
二
月
、
上
清
賓
銭
宮
成
の
項
。

『
紀
事
本
末
」
一
一
一
七
、
方
士
、
政
和
三
年
十
月
戊
申
に
は
、
程
若

鼠
が
賓
銭
先
生
に
封
じ
ら
れ
た
記
事
の
後
の
案
語
に
「
賓
銭
宮
、
不

見
起
建
月
日
、
或
白
此
始
。
」
と
あ
り
、
こ
の
時
貼
か
ら
建
設
が
始

ま
っ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
が
、
諸
幸
一
日
は
、
林
霊
素
の
説
に
喜
ん
だ

徽
宗
が
、
彼
の
た
め
に
建
て
た
と
す
る
(
『
紀
事
本
末
」
一
一
一
七
、

方
士
、
官
一
和
元
年
一
一
月
壬
申
の
僚
に
引
く
「
楊
氏
編
年
』
な
ど
)

0

(
的
)
「
山
本
史
』
八
五
、
地
稗
志
、
京
城
に
は
「
開
景
龍
門
、
城
L
L
作
複

這
、
通
賓
篠
宮
、
以
便
粛
醸
之
路
、
徽
宗
教
従
複
遁
上
往
来
。
」
と

あ
る
。
『
宋
史
」
二
一
、
徽
宗
本
紀
、
政
和
七
年
二
月
乙
亥
な
ど
も

参
照
。

(
刊
)
「
九
刺
備
要
』
二
八
、
政
和
六
年
二
月
、
上
清
賓
篠
宮
成
の
項
に

よ
る
と
、
「
仁
済
・
輔
政
」
の
二
亭
が
あ
っ
て
民
衆
に
薬
を
施
し
た
。

(
九
)
「
紀
事
本
末
』
一
一
一
七
、
這
卒
、
政
和
七
年
四
月
庚
申
。
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(η)
御
筆
に
つ
い
て
は
、
徳
、
水
洋
介
「
宋
代
の
御
筆
手
詔
」
(
『
東
洋
史

研
究
』
五
七
春
三
携
、
一
九
九
八
)
を
参
照
。

(
ね
)
「
改
建
柿
脊
玉
清
寓
喜
之
宮
御
筆
」
(
政
和
七
年
二
月
二
二
日
、

『
宋
大
詔
令
集
」
一
七
九
)
を
参
照
。

(
九
)
『
十
朝
綱
要
」
一
入
、
山
円
一
和
二
年
六
月
丁
亥
に
は
「
詔
、
天
下
寺

院
、
昨
以
好
人
妄
有
申
請
改
革
作
徳
士
宮
観
。
可
除
大
相
図
宮
外
、

川
山
富
第
寺
院
。
」
と
あ
り
、
ま
た
、
八
月
乙
未
の
候
に
は
、
「
御
筆
、

復
徳
士
・
女
徳
魚
崎
巾
尼
」
と
あ
る
。
林
霊
素
が
去
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

備
教
に
関
す
る
弾
犀
は
中
止
さ
れ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
同
書
同
巻
宣

和
三
年
一
一
月
戊
寅
の
詔
で
は
、
再
び
悌
数
儀
穫
を
禁
止
す
る
。

(
九
)
『
紀
事
本
末
」
一
二
二
、
察
京
事
逃
、
重
和
元
年
十
月
戊
申
の
係

注。

(
祁
)
『
紀
事
本
末
」
一
一
一
二
、
察
京
事
逃
、
官
和
元
年
七
月
丙
辰
。

(
打
)
『
米
大
詔
令
集
』
七
O
、
「
察
京
守
本
官
致
仕
御
筆
」
(
宣
和
二
年

六
月
二
四
日
)
。

(
何
日
)
後
の
こ
と
で
は
あ
る
が
察
僚
が
出
版
し
た
『
西
清
詩
話
』
が
、
蘇

拭
や
昔
一
庭
堅
の
作
風
を
重
ん
じ
て
い
る
と
し
て
、
察
依
が
弟
を
弾
劾

し
死
に
至
ら
し
め
よ
う
と
し
た
事
件
も
起
こ
っ
て
い
る
。
(
『
九
朝
備

要
』
二
九
、
官
一
和
六
年
二
一
月
、
察
京
落
致
仕
領
三
省
事
の
項
)

(
内
)
『
九
朝
備
要
」
二
八
、
政
和
七
年
一
一
月
、
詔
察
京
五
日
一
朝
の

項
の
注
に
引
く
察
僚
の
『
別
録
』
は
、
察
京
が
、
童
貫
の
主
張
す
る

開
戦
に
反
針
し
政
権
中
植
か
ら
、
引
き
離
さ
れ
て
ゆ
く
さ
ま
が
描
か

れ
て
い
る
が
、
著
者
陳
均
は
「
恐
未
必
然
」
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。

ま
た
、
『
宋
史
』
四
七

O
、
玉
繭
惇
を
参
照
。

(
初
)
か
れ
ら
は
、
神
話
宵
振
の
進
出
に
一
役
買
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
王

」

櫛
「
賞
和
殿
降
聖
記
」
に
は
、
「
歳
在
丁
酉
、
皇
帝
乃
悟
本
長
生
大

帝
君
」
(
『
紀
事
本
末
』
一
一
一
七
、
垣
間
学
、
政
和
六
年
十
月
甲
山
・
)
と

あ
り
、
王
献
が
榊
肴
振
の
言
説
を
使
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
。
丁
酉
は
政
和
七
年
で
あ
る
。
察
伎
は
、
天
神
の
降
臨
を
見
て
報

告
し
て
い
る
(
『
十
朝
綱
要
』
一
七
、
政
和
三
年
一
一
月
発
未
)

0

『
宋
史
』
四
七
二
、
察
依
惇
に
は
、
「
帝
留
意
這
(
象
者
説
、
依
濁
侶

翁
異
問
、
謂
有
珠
星
壁
月
、
跨
鳳
来
龍
、
天
童
日
雲
築
之
符
、
奥
方
士

林
霊
素
之
徒
争
謹
神
間
制
民
事
。
於
是
紳
寄
・
玉
清
之
嗣
偏
天
下
、
答
端

白
依
興
実
。
」
と
あ
る
。

(
剖
)
「
十
刺
綱
要
』
一
八
、
宣
和
三
年
十
月
丙
辰
。

(
沼
)
「
十
刺
綱
要
』
一
八
、
官
記
三
年
二
月
戊
寅
。

(
お
)
唐
代
剣
氏
前
掲
「
論
林
霊
素
創
立
神
話
宵
汲
」
は
、
こ
の
問
題
を
論

じ
て
い
る
。

(
但
)
「
九
刺
備
要
』
二
八
、
政
和
六
年
二
月
、
上
清
賓
篠
宮
成
の
項
に

は
、
「
・
:
作
上
清
賓
篠
宮
、
宮
中
山
包
平
地
、
環
以
佳
木
清
流
、
列

諸
館
舎
茎
関
、
多
以
美
材
、
翁
極
棟
、
不
施
五
禾
、
有
自
然
之
勝
、

上
下
立
亭
宇
、
不
可
勝
剖
。
」
と
あ
り
、
良
山
獄
が
、
賓
銭
宮
の
中
に

作
ら
れ
た
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い
る
。

(
お
)
「
九
刺
備
要
』
二
八
、
政
和
七
年
二
一
月
、
作
蔦
歳
山
の
項
に
、

「
官
一
和
四
年
始
告
成
」
と
あ
る
。

(
鉛
)
『
紀
事
本
末
』
一
一
一
八
、
高
歳
山
、
政
和
五
年
九
月
甲
辰
の
係
引

肘
の
察
僚
の
『
宮
室
苑
固
篇
』
に
は
「
始
名
鳳
皇
山
、
故
有
閑
日
日
呆

鳳
。
後
柿
脊
降
、
其
詩
有
「
艮
獄
排
空
脊
」
、
因
改
名
局
艮
歳
。
及

南
山
成
、
又
易
名
書
官
獄
。
」
と
あ
る
。

(
釘
)
「
誠
粛
集
」
一
一
四
、
所
牧
『
詩
話
』
に
こ
の
題
名
が
見
え
る
。
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『
四
部
叢
刊
初
編
』
に
所
牧
の
い
止
藻
『
浮
渓
集
』
に
は
こ
の
文
は
牧

め
ら
れ
て
い
な
い
。

(
∞
∞
)
高
木
森
「
道
教
奥
宋
徽
宗
的
雲
術
」
(
『
故
宮
文
物
月
刊
』
七
・
二
、

一
九
八
九
)
は
、
艮
巌
と
這
殺
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
宮

殿
等
の
名
稀
を
、
そ
の
理
由
と
し
て
い
る
の
み
で
、
一
料
品
宵
振
と
の
閥

速
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
。

(
約
)
ミ
ル
チ
ャ
・
エ
リ
ア
l
デ
著
、
風
間
敏
夫
誇
『
聖
と
俗
』
(
法
政

大
挙
出
版
局
、
一
九
六
九
)
一
二
三
頁
を
参
照
。

(
m
w
)

『
斉
東
野
語
」
七
、
三
時
間
雲
貢
雲
に
は
、
「
宣
和
中
、
艮
巌
初
成
、

令
、
近
山
多
造
油
絹
嚢
、
以
水
、
点
之
、
暁
張
於
紹
轍
危
轡
之
問
、
阪
一
山

雲
蓋
入
、
数
一
括
嚢
以
献
、
名
目
貢
雲
。
毎
車
駕
所
臨
、
則
蓋
縦
之
。

須
央
、
品
問
然
充
塞
、
如
在
千
巌
寓
盤
問
。
然
則
不
特
可
以
持
始
、
又

可
以
貢
失
。
併
資
一
笑
。
」
と
あ
る
。
『
発
辛
雑
識
』
前
集
、
良
岳
に

は
「
高
歳
山
大
洞
数
十
、
其
洞
中
皆
築
以
雄
黄
及
虚
甘
石
。
雄
黄
則

昨
蛇
旭
、
虚
甘
石
則
天
陰
能
致
雲
霧
、
溺
欝
如
深
山
窮
谷
o
」
と
あ

る。

(
引
)
『
裡
史
』
九
、
高
歳
山
瑞
禽
に
は
「
一
目
、
徽
租
幸
日
記
山
。
開
清

道
整
、
望
而
群
刻
者
数
高
罵
。
翁
杭
先
以
牙
牌
、
奏
這
左
日
、
高
歳

山
瑞
禽
、
迎
駕
O

L

L

顧
同
測
、
大
喜
。
命
以
官
、
資
予
加
厚
。
」
と

あ
る
。

(
位
)
景
龍
門
附
近
は
、
以
前
か
ら
水
が
豊
富
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

『
宋
史
』
一
一
三
、
種
志
、
嘉
穂
、
海
観
に
は
、
「
(
太
干
興
園
)
九

年
正
月
六
日
、
幸
景
龍
門
外
水
建
、
帝
臨
水
而
坐
、
召
従
臣
観
之
、

肉
詣
目
、
此
水
出
於
山
源
、
清
澄
甘
潔
。
近
河
之
地
、
水
味
皆
甘
、

山
一
旦
刈
潤
所
及
乎
。
」
と
あ
る
。

647 

」

(
問
)
「
九
刺
備
要
』
二
八
、
宣
和
元
年
九
月
、
幸
道
徳
院
観
金
芝
遂
幸

察
京
第
の
項
。

(
川
内
)
張
勤
「
開
封
歴
代
皇
宮
沿
革
奥
北
宋
束
京
皇
城
範
園
新
考
」
(
『
史

皐
月
刊
』
二

0
0
二
年
第
七
期
)
。

(
M
m
)

「
鍛
園
山
叢
談
』
四
に
よ
る
と
、
尚
行
街
は
夜
市
酒
棲
が
盛
ん
な

と
こ
ろ
で
、
そ
の
燈
火
を
嫌
う
た
め
「
蚊
納
」
が
い
な
か
っ
た
と
い

、つノ。

(
M
m
)

楼
鏑
『
攻
娘
集
』
一
一
二
、
北
行
日
銀
下
の
乾
這
六
年
(
一
一
七

O
)
一
月
一
八
日
己
巳
の
僚
に
は
「
:
・
入
順
常
元
武
二
門
。
二
門
之

問
、
過
五
丈
河
菜
市
橋
、
夷
門
山
巷
円
百
王
宮
、
乃
湯
玉
誌
場
。
親

従
第
一
指
揮
、
奮
日
御
龍
直
也
。
由
竹
竿
巷
口
斜
街
入
第
二
門
。
土

市
、
馬
行
街
、
皇
建
院
巷
、
徳
勝
橋
、
韓
太
廟
巷
円
、
東
行
相
凶
寺
、

山
山
御
街
。
歴
廊
屋
二
十
問
、
過
権
貨
務
。
又
版
屋
七
十
問
、
中
有
小

門
。
是
園
子
監
。
前
後
御
廊
向
多
、
一
小
知
其
数
。
投
西
穿
門
、
白
奮

路
入
騨
o
」
と
あ
る
。

(
閉
山
)
冠
成
大
『
石
湖
居
士
詩
集
』
一
二
、
金
水
川
の
注
に
は
、
「
在
奮

封
丘
門
外
河
中
、
多
大
石
、
皆
艮
獄
所
憤
。
」
と
あ
る
。

(
ω
m
)

周
賓
珠
『
宋
代
東
京
研
究
』
(
河
南
大
皐
出
版
祉
、
一
九
九
二
)

五
一
六
頁
。

(
川
町
)
開
封
宋
城
考
古
隊
「
北
宋
東
京
内
城
的
初
歩
勘
探
輿
測
試
」
(
『
丈

物
』
一
九
九
六
年
第
五
期
)
に
よ
る
と
、
内
城
北
壁
は
、
他
の
壁
に

比
べ
、
損
傷
が
ひ
ど
い
。
考
古
隊
は
、
令
一
代
の
城
壁
工
事
の
影
響
で

あ
ろ
う
と
い
う
。

(
則
)
「
米
史
』
八
五
、
地
稗
志
、
京
城
、
上
清
賓
篠
宮
の
項
「
上
清
賓

篠
宮
、
政
和
五
年
作
、
・
:
是
年
十
二
月
、
始
張
般
於
景
龍
門
上
下
、

十

「
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名
目
「
預
賞
」
。
」
と
あ
る
が
、
『
東
，
尽
夢
華
録
」
六
、
十
六
日
に
は
、

「山
E
和
年
問
、
自
十
二
月
於
酸
一
旦
用
門
(
二
名
景
龍
)
門
上
、
如
宣
徳

門
、
元
夜
勤
照
、
門
下
亦
置
露
蓋
、
南
至
賓
銭
宵

0

・
:
」
と
あ
り
、

宣
和
年
聞
か
ら
預
賞
や
景
龍
門
で
の
観
燈
が
始
ま
っ
た
と
す
る
。
後

掲
す
る
『
宋
史
」
一
一
一
一
一
、
雄
志
、
遊
親
、
三
元
観
燈
、
政
和
五
年

一
二
月
二
九
円
の
候
に
引
用
さ
れ
る
一
詔
に
よ
っ
て
前
者
の
記
年
に
従

し
た
し
。

(
肌
)
『
九
朝
備
要
」
二
八
、
政
和
六
年
二
月
、
上
清
資
篠
宮
成
の
項
。

(
即
)
『
東
京
夢
華
録
』
六
、
十
六

H
。

(
郎
)
『
九
朝
備
要
」
二
八
、
政
和
六
年
二
月
、
上
清
資
篠
宮
成
の
項
。

(
胤
)
景
龍
門
に
飾
ら
れ
た
、
元
宵
観
燈
の
具
に
つ
い
て
は
、
『
靖
康
紀

開
」
(
不
分
巻
)
靖
康
二
年
一
月
一
一
一
日
に
「
是
目
、
又
津
搬
景
龍

門
常
放
燈
所
用
金
燈
、
瑠
璃
、
翠
初
、
飛
仙
之
類
、
赴
軍
前
交
納
。

蓋
白
月
初
、
金
人
大
索
元
宵
燈
燭
、
欲
於
城
上
作
一
川
タ
。
十
絵
日
、

凡
在
京
道
官
悌
寺
正
庖
所
有
授
紹
殆
室
、
梢
不
堪
者
靴
退
換
。
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
お
よ
そ
の
事
が
知
れ
る
。
同
様
の
記
事
は
、
『
三
朝

北
盟
合
同
編
』
七
四
の
同
日
の
僚
に
も
あ
り
、
こ
ち
ら
で
は
景
龍
門
と

貨
録
宮
か
ら
、
上
元
観
燈
の
且
ハ
が
奪
わ
れ
た
こ
と
が
遮
べ
ら
れ
て
い

る。

(
問
)
『
清
波
雑
志
」
六
、
初
寮
曲
宴
百
韻
。

(
間
)
「
江
」
の
附
さ
れ
た
河
川
名
は
、
開
封
に
は
景
龍
江
だ
け
の
よ
う

で
あ
る
。
こ
の
上
の
橋
と
思
わ
れ
る
。

(
即
)
『
鍛
園
山
叢
談
』
て
に
は
、
「
政
和
問
、
太
上
諸
皇
子
日
長
大
、

宜
就
外
邸
、
於
是
揮
景
龍
門
外
地
、
昨
以
建
諸
邸
。
時
郡
五
有
盛
愛
、

故
直
者
童
貫
主
之
。
覗
諸
王
所
居
、
修
大
局
最
、
週
中
馬
通
街
、
東

」

西
列
諸
位
、
則
又
共
第
一
大
門
、
錫
名
目
蕃
桁
宅
、
悉
出
貫
意
。
」

と
あ
る
。

(
問
)
「
米
史
』
八
五
、
地
稗
志
、
京
城
。

(
朋
)
妹
尾
達
彦
氏
「
長
安
の
都
市
計
書
』
(
講
談
刷
、
二

0
0
一
)
o

松

本
浩
一
氏
も
、
前
掲
論
文
「
徽
宗
の
宗
教
政
策
に
つ
い
て
」
の
結
論

で
こ
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。

(
旧
)
「
略
論
宋
徽
宗
時
期
的
通
貨
膨
張
」
(
『
史
事
月
刊
』
一
九
九

O
第

二
期
)

0

(
凹
)
「
米
合
要
輯
稿
』
兵
三
之
六
l
七
、
政
和
六
年
一
一
一
月
二
九
円
の
候

を
参
照
。

(
凹
)
「
山
本
合
要
輯
稿
』
方
域
一

O
之
三
二
、
宣
和
一
冗
年
四
月
一
一
日
の

僚
を
参
照
。

(
出
)
全
漢
昇
「
宋
代
官
吏
之
私
管
商
業
」
(
『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研

究
所
集
刊
』
第
七
本
第
二
八
刀
、
一
九
三
六
)

0

(
山
)
梅
原
郁
「
宋
代
都
市
の
房
蹴
と
そ
の
周
透
」
(
『
布
目
潮
、
減
博
士
士
円

稀
記
念
論
集
束
ア
ジ
ア
の
法
と
枇
舎
』
汲
古
書
院
、
一
九
九

O
)
0

(
旧
)
「
九
刺
備
要
』
二
七
、
崇
寧
三
年
九
月
、
王
厚
童
貫
賜
第
京
師
。

(
凹
)
「
九
刺
備
要
』
二
七
、
崇
寧
五
年
二
一
月
、
劉
逗
罷
の
注
に
は
、

「
時
京
雌
罷
相
退
居
賜
第
、
然
政
令
大
綱
皆
奥
聞
之
o
」
と
あ
り
、

す
で
に
こ
の
時
貼
で
賜
第
に
住
ん
で
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

『
鍛
園
山
叢
談
』
四
に
は
、
「
魯
公
崇
寧
末
:
・
時
賜
第
於
間
閤
門

外
。
」
と
あ
る
。

(
町
)
「
九
刺
備
要
』
二
八
、
政
和
二
年
春
二
月
、
察
京
復
太
師
、
賜
第

京
師
。

(
出
)
「
清
波
別
志
』
下
に
は
「
察
京
賜
第
在
都
城
之
束
、

十

周
園
数
十

「

34 

「



L 」

去
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁

-
J跡
部
国
中
日
宍
)
日
・

3

E
待

ー「

里
」
と
あ
る
。
数
十
里
と
は
、
文
字
通
り
と
る
と
、
同
園
一

0
キ
ロ

以
上
を
意
味
し
、
外
城
郭
に
は
容
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
城

外
の
岡
林
で
あ
ろ
う
。

(
凹
)
『
十
朝
綱
要
」
一
七
、
政
和
六
年
二
月
乙
未
。

(
即
)
『
三
朝
北
明
m
A
官
編
』
三
一
、
靖
康
一
川
年
正
月
二
四
日
に
引
用
の

『
秀
水
閑
居
録
」
と
『
靖
康
遺
録
』
に
よ
る
。

(
凶
)
拙
稿
「
宋
都
開
封
城
内
の
東
部
と
西
部
」
(
『
長
野
工
業
高
等
専
門

民
学
校
紀
要
』
第
三
六
抜
、
二

O
O
二)。

(
印
)
『
銭
園
山
叢
談
』
四
に
は
、
「
魯
公
崇
寧
末
不
入
政
事
堂
、
以
使

相
就
第
。
時
賜
第
於
闘
閤
門
外
、
俗
競
梁
門
者
。
惰
築
之
際
、
往
往

得
唐
人
奮
家
、
或
有
誌
文
、
皆
云
葬
城
西
二
里
。
大
梁
賓
唐
宣
武
節

度
、
梁
門
外
知
己
一
気
墓
田
実
。
」
と
あ
る
。

(
邸
)
『
三
朝
北
照
合
編
』
一
一
一
六
、
靖
康
元
年
二
月
八
円
に
引
く
『
靖
康

録
』
に
「
宣
和
中
、
内
侍
多
有
賜
第
者
、
官
舎
或
除
随
、
郎
委
府
手
、
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於
傍
宅
置
門
。
然
未
嘗
給
其
直
而
賓
奪
之
。
京
城
百
姓
或
有
累
世
緊

族
以
居
屋
合
、
航
潟
奪
去
、
則
無
所
託
身
、
惟
奥
山
妻
子
日
夜
競
央
告

天
而
己
。
」
と
あ
る
。

(
国
)
「
玉
照
新
志
』
二
一
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
乙
巳
澗
州
録
』
に
は
、

朱
耐
の
こ
と
を
「
在
京
則
以
養
種
問
活
名
、
徒
居
民
以
潟
宅
所
。
」

と
批
判
す
る
。
ま
た
、
「
清
波
雑
志
』
六
、
東
西
国
に
は
、
「
察
京
罷

政
、
賜
隣
地
以
矯
西
園
、
投
民
屋
数
百
問
。
一
円
、
京
在
園
中
、
顧

焦
徳
日
『
西
岡
奥
東
園
景
致
如
何
o
』
徳
日
『
太
師
公
相
、
束
園
嘉

木
繁
陰
、
望
之
如
雲
、
西
園
人
民
起
離
、
泊
下
如
雨
、
可
謂
東
園
如

雲
、
西
園
如
雨
也
o
』
語
問
、
抵
罪
。
」
と
あ
る
。

(
凶
)
「
米
合
要
輯
稿
』
方
域
四
之
二
三
、
買
和
二
年
一

O
月
二
八
日
、

御
史
中
丞
臣
翁
彦
図
奏
。

(
四
)
「
紀
事
本
木
』
一
一
一
八
、
四
輸
を
参
照
。

十

「
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THE CAPITAL KAIFENG IN THE AGE OF EMPEROR 

HUIZONG OF THE NORTHERN SONG 

KUBOTA Kazuo 

It can rightly be claimed that in the Kaifeng ~!t of the early period of the 

Northern Song the function of the capital as the center of military power 

dominated spatially and visually. That is to say, it was a capital that excelled in all 

the worldly functions required of a capital. However, the Palace Command 

encampment ~1IL1IL1f at its center had been greatly reduced in the military 

reforms of Wang Anshi :E$:n. With the coming of the age of Huizong fKk*, the 

supernatural, sacred functions of the capital were consolidated and spatially and 

visually renewed. 

The transformation of the northeastern area of the old city was particularly 

remarkable. The Yanfugong Yi£iiJlll'8 was constructed in the northern part of the 

old city and the imperial compound was thus expanded. Then, the 

Shangqingbaolugong L1j!fjf~'8 and Genyue K~ were constructed on the 

eastern side of the area bounded by the Donghuamen road JIH~ r, i:IJ. The latter 

two structures were deeply related to the Shenxiao sect iiJ$WiJ.& of Daoism. In the 

preaching of Lin Lingsu ~,Hl* of the Shenxiao sect, Huizong was the Lord of 

Longevity ffi:tt W~, who had descended from heaven. Huizong planned to utilize 
such preaching to enhance his authority. The Shangqingbaolugong was the temple 

where the Shenxiao conducted rituals, and the Genyue was the facility where the 

god would descend. In other words, the reorganization of space was the product 

of Caijing ~~, who attempted to strengthen his power base and expand the 
authority of Emperor Huizong, and the political activity of his sect. The palace was 

linked to the Shangqingbaolugong and the Genyue via a special road upon the 

linglongmen J!l:ll'~ r" a device to permit Huizong to travel easily between the 
secular and sacred realms. He enhanced his authority by being simultaneously 

both the emperor and Lord of Longevity. 

The road that went north out the linglongmen was the central axis of Kaifeng 
in the time of Huizong. The Shangyuanguandeng (Lantern Festival) ceremony in 

particular was conducted there with great pomp. The torches were lit to ornament 

the linglongmen from the twelfth month, prior to decoration of the main gate of 
the imperial compound, and the prohibition on night-time excursion was lifted on 
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the Donghuamen road below the Jinglongmen, and an all-night market was given 

special pennission to operate. The joint participation of the ruling class, including 

Huizong, and the common people in this ceremony was devised to heighten 

consciousness of prosperity of the realm and the authority of Huizong and the 

Northern Song regime. 

ON THE PROMULGATION OF WRITTEN EDICTS 

IN THE YUAN PERIOD 

FUNADA Yoshiyuki 

The age of Qubilai was a turning point in the bureaucratic administration of 

Mongol rule that controlled the better part of Eurasia in the 13th and 14th century. 

While carrying on the system that he had inherited, Qubilai advanced the 

establishment of system of bureaucratic administration in one stroke by fonnalizing 

written edicts in the Mongol language, and a style of Chinese meta-phrased from 

Mongolian ~Jtrn:~nl, systemizing the 'Phags pa script, and establishing a 

system of instruction for language and writing. In other words, he constructed the 

unique bureaucratic administrative system of the Mongols in which the edicts of 

the qayan, called shengzhi ~ §' in Chinese and jarliy in Mongolian, which were 

uttered in Mongolian, crowned the hierarchy that encompassed the complex 

Chinese system of official documents. This study focuses on the act of 

promulgation, unsealing and reading out the edict, kaidu Im~i, an important step 
in carrying out bureaucratic administration. The act of kaidu dealt with in this 

study refers to the unsealing and proclamation of written words such as the 

qayan's edicts at their place of proclamation. 

In this study the fonn and procedures of the act of kaidu as well as its 

historical context have been considered, and the following matters have been 

clarified. The regulations of the ceremony and procedures of the promulgation of 

zhaoshe llBifft as the qayan's edict of arrmesty was called in Chinese, have been 
verified, demonstrating that personnel well versed with the Jin system were 

involved at the stage of creation, and the contents generally mimicked those of the 

Jin of system. This type of system consolidation was a part of the nation building 

developed on a wide scale following the enthronement of Qubilai. I have made 

clear the specific aspects of the procedures of the ceremonial program of which 

the kaidu was a part, including the fact that personnel of the local government 
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